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午前１０時００分 開議   

○議長（堀 光雄君） おはようございま

す。 

 出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。 

 議事に入る前に、昨日、当局より正誤表が

提出されましたので、印刷してお手元に配付

しております。御了承願います。 

 それでは、これより、本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事は、お手元に配付、またはタブ

レットに配信しております議事日程第２号を

もって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（堀 光雄君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。 

 佐々木卓也議員の登壇を願います。 

 佐々木議員。 

○８番（佐々木卓也君） おはようございま

す。 

 市民クラブの佐々木卓也でございます。一

般質問に入る前に、議長のお許しをいただき

まして、このたびの三沢市長選挙において、

１期目４年間の市政運営が高く評価され、無

投票当選により２期目をスタートさせました

小檜山市長に対し、祝意を表明したいと思い

ます。 

 小檜山市長、２期目の御当選、誠におめで

とうございます。今後とも、三沢市発展のた

め、市民との約束、公約の実現に向け、御尽

力賜りますようよろしくお願い申上げます。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問を

させていただきます。 

 まずは、観光問題の観光の振興についての

第１点目、地域連携ＤＭＯ（観光地域づくり

法人）の形成・確立についてであります。 

 観光庁においては、観光地域づくりのかじ

取り役となる観光地域づくり法人、以下、Ｄ

ＭＯと申し上げますが、ＤＭＯの形成・確立

を支援するため、２０１５年１１月に日本版

ＤＭＯ登録制度を創設しており、その後、２

０２０年４月に制度改正が行われています。

制度の登録を受けた法人に対しては、ＤＭＯ

及びこれと連携して事業を行う関係団体に対

して、関係省庁連携支援チームを通じて、関

係省庁の支援策の重点実施、相談等へのワン

ストップ対応、各省庁の政策に関する情報提

供等の重点的支援を実施することとされてい

ます。 

 ここで、ＤＭＯについて少し説明を加えさ

せていただきたいと思います。 

 ＤＭＯとは、官民の幅広い連携によって、

観光地域づくりを推進する法人を言い、観光

地域としての魅力を高めるために、様々な組

織が一体となり、マーケティング、マネジメ

ントやブランディング、商品造成、プロモー

ションなどを行い、観光客を誘致すること

で、地域経済の活性化を図ることが、その主

な目的となります。 

 これまでは、各分野や産業が個別に行って

きた観光振興をＤＭＯが一元的に担うこと

で、観光客を地方に誘致し、交流人口を増や

して、地域の稼ぐ力を引き出し、それが地域

の活性化につながり、ひいては、地域を訪れ

た観光客の定住を促していくことも重要な役

割となります。 

 そして、この目標を実現させるために、観

光に関する各種データを継続的に収集・分析

し、科学的な根拠に基づく明確なコンセプト

の下、戦略の策定やＫＰＩ（重要業績評価指

標）の設定、ＰＤＣＡサイクルの確立など、

ＤＭＯの取組全てが持続的な観光の実現のた

めに必要不可欠であります。 

 令和５年３月３１日現在の登録ＤＭＯは、

全国で２７０件となっており、内訳は、広域

連携ＤＭＯ１０件、地域連携ＤＭＯ１０６

件、地域ＤＭＯ１５４件となっています。こ

のうち、青森県関係では、広域連携ＤＭＯの

一般社団法人東北観光推進機構や地域連携Ｄ

ＭＯとして一般財団法人ＶＩＳＩＴはちの

へ、一般社団法人ＣｌａｎＰＥＯＮＹ津軽、

一般社団法人しもきたＴＡＢＩあしすと、そ

して、地域ＤＭＯとして一般社団法人十和田
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奥入瀬観光機構が登録されています。 

 ここで、第２期三沢市まち・ひと・しごと

創生総合戦略では、観光の振興において、市

町村の枠にとらわれない広域的な観光ルート

を開発し、交流人口の増加を図ると明記され

ています。 

 私は、このことが特に重要だと思っていま

す。上十三・十和田湖広域定住自立圏内に

は、国内有数の観光地が所在するとともに、

三沢－東京羽田線の４便化も維持されること

が決まりました。 

 そのような中、今年度も同定住自立圏観光

推進協議会負担金３４万７,０００円が予算化

されるとともに、これまでに同圏域内の観光

ガイドも作成されていますが、この取組だけ

で十分なのでしょうか。一歩進んで、今こ

そ、地域連携ＤＭＯの形成・確立に向けて、

行動を起こすときだと思います。以前の私の

一般質問への答弁でも、インバウンドのプロ

モーション関連で、定住自立圏による広域的

な連携を図る中で、日本版ＤＭＯの構築につ

いても協議を進めてまいりたいとありまし

た。 

 そこで、新型コロナが感染症法上、５類に

移行し、国内やインバウンドの人流が復活し

てきた今、三沢市の活性化につながる持続可

能な観光の実現のため、上十三・十和田湖広

域定住自立圏の１０市町村で構成する地域連

携ＤＭＯの形成・確立について、本市の御見

解をお伺いします。 

 続きまして、観光の振興についての第２点

目、みさわ港まつりの観光的位置づけと早期

復活についてであります。 

 本年１月の新聞報道によれば、長引くコロ

ナ禍で、開催に必要な協賛金が見込めなく

なったのが主な要因で、今後、数年、みさわ

港まつりの休止を決めたということでありま

した。新聞では、コロナ前の２０１９年に

は、市内外から約６万人の観客が訪れたと記

されていましたが、私は、みさわ港まつりの

存続は水産振興の問題だけではなく、そこに

は、観光的要素もあると認識しています。 

 つまり、みさわ港まつりが三沢市の水産振

興はもとより、観光振興、地域経済活性化、

市民の楽しみの増加等により、三沢市の発展

に寄与してきたものと思っております。 

 コロナ禍で疲弊した本市経済ではあります

が、今後、協賛金の見込みが立つよう、経済

復興、そして、漁獲量の低迷が続き、大変厳

しい状況となっている本市水産業の振興を図

りながら、まつりの運営方法等を工夫すると

ともに、市予算の投入も検討しながら、みさ

わ港まつりを市の一大観光イベントの一つと

して位置づけ、早期に復活させる考えはない

か、本市の御見解をお伺いします。 

 次に、農業問題の有機農業の推進について

でありますが、有機農業とは、科学的に合成

された農薬や肥料を継続的に使用せず、自然

界に存在する有機物、これは動植物を構成し

ている物質のことで、落ち葉、枯れ草などの

腐葉土、家畜のふん尿などの堆肥を活用して

土を育て、本来の健康的な米や野菜などを作

る農業であり、このことは、まさに環境を壊

さず、生態系を守り、自然と調和した人類が

未来にわたり持続的に食べ物を確保していく

ための農業であります。 

 有機農業に対し、農薬や化学肥料を使って

作物を育てることを慣行農業と言い、日本で

は、ほとんどの農家が慣行農業を行っていま

す。そのほうが効率的で収穫量も多く、農林

水産省も慣行農業を念頭に置いて、農業政策

を進めてきましたが、令和３年５月に策定し

た「みどりの食料システム戦略」は、環境に

配慮し、持続可能な農業を実現するのが目的

で、２０５０年までに化学農薬使用量の５０

％低減や輸入原料や科学燃料を原料とした化

学肥料使用量の３０％低減を目指すととも

に、有機農業においては、２０５０年までに

オーガニック市場を拡大しつつ、耕地面積に

占める有機農業の取組面積の割合を現状の１

％未満から２５％まで高める目標を掲げまし

たが、この有機農業の推進は、抜本的な政策

転換と言えるのではないかと思います。 

 他方、みどりの戦略は、病害虫を早期に発
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見する技術や除草ロボット、病気に強い品種

の開発などの課題を掲げており、それらを着

実に達成し、生産者が経営のかじを切れるよ

うな環境を整えることが必要であり、さらに

は、農薬や化学肥料を使わなければ、天候な

どの影響を受けやすく、作物の形や大きさは

不揃いになりがちで、そうした規格外の作物

を通常より安く買おうとするのであれば、有

機農業は広まりにくく、一方で、値段があま

りに高いと消費者も手を出しにくいため、い

かに価格を抑えるかも大きな課題になると考

えられています。 

 ここで、実際、国内で取り組まれている有

機農業を２例紹介したいと思います。 

 まずは、千葉県いすみ市の取組で、テレビ

の放送内容でありますが、有機農家には収入

面で課題があり、この収入の問題を農家任せ

にせずに、行政で支える仕組みをつくりまし

た。稲作が盛んな地域ですが、近年は、米を

作っても高く売れず、担い手不足の課題も表

面化し、そこで取り組んだのが有機米の生産

でした。 

 きっかけは、市長の大胆な発想からで、コ

ウノトリが飛ぶ姿を見たい、それを観光のシ

ンボルにしようという思いがあり、環境と経

済を両立させたまちづくりを目指し、１０年

前、コウノトリを復活させた兵庫県豊岡市に

職員を派遣し、鍵は農薬をできるだけ減らし

た農業だと分かり、さらに、ハードルの高い

有機農業に挑むことにしたということであり

ます。 

 プロジェクトの仕掛け人となったのが、い

すみ市農林課の職員で、結果的に、この職員

の力が大きかったことが証明されることにな

ります。 

 最初に有機米作りに取り組んだ農家の田ん

ぼでは、雑草対策で大失敗。すると、すかさ

ず、市が専門家を招いて勉強会を開き、水の

深さを厳密に管理するなど雑草を生やさない

技術を習得。翌年には、改善され、職員も農

家を回り、アドバイスできるほどになり、害

虫対策への不安もある中、農薬を使わないこ

とで自然が豊かになり、クモやカエルなど害

虫を食べる生き物も増え、子供たちはこうし

た生物多様性と有機農業の関係を学びなが

ら、秋には収穫体験も行っており、そして、

なんと、コウノトリもこれまでに二度飛んで

きたということであります。 

 いすみ市で有機米の生産を支えたのは、販

路の確保で、価格は普通の米の１.５倍です

が、市が買い取って学校給食として提供。６

年前には、全ての小中学校の給食を有機米に

することに成功し、それが全国に知れ渡り、

視察も相次いでいるといいます。有機米の生

産は順調に伸び、２０１７年には、教職員と

児童・生徒の給食が２,５００人分で４２トン

を超え、上回った分は高級ブランド米として

一般にも販売され、市長は、収穫すれば１俵

２万５,０００円くらいで売れると話していま

した。 

 そして、いすみ市は学校給食に使う野菜の

有機化にも取組をはじめ、今では８品目を提

供しており、移住者も年々増えているという

ことであり、今後は保育園などの給食への導

入も進めていくということで、有機給食化が

なければ、ここまで有機農業は広まらなかっ

た、農薬を使わないで作られた農作物をしっ

かり買い支えてあげる社会でないと、やはり

農業を続けていけない。支援する側の人たち

が、まず、どうやったら有機農家が安心して

取り組めるかを考えていかなければならない

と市の担当者が話していました。 

 今、有機農業の注目すべき理由の一つとし

て、ロシアのウクライナ侵攻も一因となった

化学肥料の高騰に関連し、農林水産省ＯＢの

研究者は、日本の化学肥料は海外に大きく依

存していて、今後、ますます入手が困難にな

る。化学肥料に頼らずに、国内資源を最大限

に活用する有機農業の技術が従来の農家にも

重要になる。日本の食料安全保障を考える上

でも、有機農業の発展に期待したいと話して

いました。 

 続きまして、大分県臼杵市の取組で、行政

が土を作り、その土を農家が利用することで
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有機農業が実現しました。 

 臼杵市の有機農業への取組は、２０００年

から始まった「給食畑の野菜」からで、地元

の生産者が生産供給する野菜を学校給食で使

用することで、子供たちの健全な育成を目指

すというものでした。 

 その後、有機農業推進室が発足し、農薬不

使用、化学肥料不使用の野菜作りを推進。そ

の第一歩として、臼杵市土づくりセンターが

オープン。健全な魂は、健康な食べ物から。

そして、健康な食べ物は、健全な土からと根

本を見つめた結果、まずは、土の改革から取

り組んだということでした。 

 臼杵市土づくりセンターでは、剪定枝や山

の間伐材などの草木が８割、豚糞２割という

割合で、約６か月間発酵・熟成させた完熟堆

肥「うすき夢堆肥」を年間２,０００トン生産

し、この「うすき夢堆肥」などの完熟堆肥で

土作りを行い、農薬と化学肥料を使わずに栽

培した農作物を市長が「ほんまもん農作物」

として認証し、付加価値の高いブランド商品

として販売。２００７年には、市内に１０戸

しかなかった有機農家も、２０１３年には６

０戸に増加。日本でも有数の有機の里として

成長しているということであります。そし

て、有機農業への取組が広がると同時に、消

費者にも「オーガニック」という言葉が浸透

し、市の取組に賛同する人が増え、特に子供

を持つ主婦層からの問合せが多いということ

であります。 

 続いて、有機農業の取組について、青森県

内に目を向けてみますと、黒石市も取組を始

めています。 

 黒石市は、２０２１年にくろいし有機農業

推進協議会を設立するなど、行政と農業者が

連携し、高付加価値、高収益が期待される有

機農業の推進体制を構築する取組を進め、本

年３月２０日、有機農業で魅力あるまちを標

榜し、オーガニックビレッジ宣言を行いまし

た。国のみどりの食料システム戦略の中の有

機農業産地づくり推進の取組で、県内第一例

目となったということであります。 

 また、東北町では、町の有機供給センター

で堆肥を製造しており、国の同戦略に共鳴

し、短期的には肥料価格高騰に対抗する施策

であるが、長期的には環境に配慮した農業、

健康な土づくりにつなげていくと昨年６月に

新聞報道がありました。そして、三沢市でも

有機農業に取り組んでいる農家もあり、ま

た、有機肥料を生産し、自然環境保全や社会

の課題解決に取り組んでいる企業もありま

す。 

 有機農業の推進は、ＳＤＧｓの取組に貢献

し、次世代のための地球環境保全につながる

とともに、共感する人々を呼び込むことにつ

ながる可能性もある一方、一朝一夕にはなし

得ない取組でもあるため、先進事例にもあり

ますように、行政が支援・誘導しながら取り

組んでいくべきと考えておりますが、本市の

御見解をお伺いいたします。 

 以上で、壇上からの一般質問を終わりま

す。御答弁のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（堀 光雄君） ただいまの佐々木卓

也議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。 

 ただいまの佐々木議員御質問の観光問題の

２点目、みさわ港まつりの観光的位置づけと

早期復活については私から、そのほかにつき

ましては、経済部長からお答えをさせますの

で、御了承願いたいと存じます。 

 みさわ港まつりは、昭和５９年に三沢市漁

業協同組合創立３５周年を祝うため、当市と

三沢市漁業協同組合で組織するみさわ港まつ

り協賛会が実施主体となって開催したのが始

まりで、港ならではの催し物や花火大会な

ど、当市の夏の恒例行事として多くの人に親

しまれてきました。 

 しかしながら、ここ数年は、新型コロナウ

イルス感染症の流行状況に鑑み、祭りの開催

を見送ってまいりました。 
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 このような中、令和５年１月１２日に開催

されたみさわ港まつり協賛会の臨時総会にお

いて、当面の間、みさわ港まつりの開催を休

止するという決定がなされたところでありま

す。 

 こういった決定をせざるを得なくなった背

景といたしましては、開催費用の多くを三沢

市漁業協同組合漁業者及び市内事業者等から

の負担金や協賛金に頼ってきたことが挙げら

れます。昨今の漁獲量の低迷、さらには、コ

ロナ不況はもちろんのこと、ウクライナ情勢

に端を発した物価高騰は、漁業者をはじめ多

くの事業者が何らかの影響を受けているもの

と推察されることから、従来からの漁業関係

者や市内事業者等に負担金や協賛金を募る形

によるみさわ港まつりの開催は、非常に厳し

いと判断したところであります。 

 他方で、当市といたしましては、三沢市漁

業協同組合との連携協力の下、昨年度から三

沢昼いか感謝祭セールやほっき貝感謝祭セー

ルといった祭り中止に伴う代替イベントを開

催しているところであり、多くの市民からの

好評をいただいております。 

 当市といたしましても、みさわ港まつりは

水産振興はもとより、観光振興、地域経済活

性化等々、三沢市発展に寄与したきたという

ことを深く認識した上で、どういった形でみ

さわ港まつりを復活させることができるのか

を漁業関係者をはじめ、商工関係者等各方面

の皆様の御意見を伺うなどして、早期復活に

ついてしっかりと検討してまいりたいと考え

ております。 

 私からは、以上であります。 

○議長（堀 光雄君） 経済部長。 

〇経済部長（坂岡敏行君） 観光問題の第１

点目、地域連携ＤＭＯの形成・確立について

お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、県内におけるＤＭ

Ｏの登録状況は、広域ＤＭＯが１団体、地域

連携ＤＭＯが３団体、地域ＤＭＯが１団体の

合計５団体が登録されております。 

 このうち、御質問のあった地域連携ＤＭＯ

については、観光コンテンツの相互補完や魅

力度のアップ、そして、大規模な施策展開が

可能となるといった様々な利点が特徴でござ

います。 

 当市では、昨今における観光需要の回復や

三沢空港における三沢－羽田線の４便化を契

機とし、観光振興の活性化を目指しておりま

す。今後は、首都圏や西日本、そしてインバ

ウンド客を含めた幅広い観光客を取り込んで

いく上で、地域間連携は不可欠となっており

ます。 

 このようなことから、当地域では、上十

三・十和田湖広域定住自立圏観光推進協議会

での広域的な情報発信等をはじめ、三沢－羽

田線４便化に際しては、当市を含めた６市町

村が組織する六景楽市において、各地域の特

産品を首都圏でＰＲするなど、各種プロモー

ション活動を実施しております。 

 また、青森県や日本航空株式会社と連携し

た取組では、大間産マグロや館鼻岸壁朝市な

ど、下北地域や三八地域も巻き込んださらに

広範囲な地域での観光ＰＲもなされておりま

す。 

 このような様々な切り口や地域設定でのプ

ロモーションが可能な当市ではありますが、

一方では、広域連携に当たって、選択肢や検

討事項が多いことが課題であります。 

 このため、庁内各部局での横断的な検討は

もとより、地元観光協会や商工会等からの意

見も伺いつつ、慎重な議論や調整を重ねてい

く必要がございます。 

 いずれにいたしましても、当市が置かれて

いる状況や有している観光資源、交通機関、

宿泊施設等のコンテンツを最大限に利活用

し、地域連携ＤＭＯの形成確立を含めたあら

ゆる可能性を模索しながら、当該地域の観光

振興、そして経済の活性化に向けて、引き続

き取り組んでまいりたいと考えております。 

 観光問題の第１点目については、以上でご

ざいます。 

 引き続き、農業問題の有機農業の推進につ

いてお答えいたします。 
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 令和３年５月、みどりの食料システム戦略

が策定され、翌年７月には関係施策を総合的

に推進するため、環境と調和の取れた食料シ

ステムの確立のための環境負荷低減事業活動

の促進等に関する法律、いわゆるみどりの食

料システム法が施行されたところでありま

す。 

 この戦略では、中長期的な観点から、食料

の調達、生産、加工、流通、消費の各段階に

おける体制強化とカーボンニュートラル等の

環境負荷低減に関する新しい技術や考え方を

目指すための取組の一つとして、有機農業を

推進することとしております。有機農業が環

境にもたらす効果といたしましては、水質保

全、土壌肥沃度、生物多様性、地球温暖化防

止等、環境面で非常に効果があるといった調

査・研究の結果が公表されております。 

 当市といたしましても、有機農業の推進に

つきましては、みどりの食料システム戦略が

策定される以前の平成１１年１０月に施行さ

れた持続性の高い農業生産方式の導入の促進

に関する法律に基づき、県と協力・連携の

下、土づくりをはじめ、化学肥料や化学農薬

の使用低減に取り組む農業者、いわゆるエコ

ファーマーの認定について、最も多いときは

約１００名の農業者をエコファーマーとして

認定するなど、当市の特性に根ざした有機農

業の推進・定着を目指して取り組んでまいり

ました。 

 御質問の有機農業に対する市の支援・誘導

についてでありますが、有機農業はメリット

が多い反面、慣行農業に比べ、栽培技術が確

立されていない部分も多く、栽培・管理等に

手間がかかり、結果として、多くの労働力を

要するといったデメリットが問題視され、こ

のことが農業者の転換・参入が進まない一番

の要因と言われております。 

 当市といたしましても、有機農業がもたら

す様々な効果をしっかりと認識した上で、引

き続きみどりの食料システム戦略の周知・啓

発に努めるとともに、現時点における具体的

な施策の一つである化学肥料や化学農薬を原

則５割以上軽減するといった環境保全に効果

の高い営農活動を支援する国の環境保全型農

業直接支払交付金事業の活用について、これ

まで以上に働きかけるなど、より多くの農業

者の有機農業への転換・参入を促してまいり

たいと考えております。 

 加えて、令和４年から制度化されたみどり

の食料システム戦略の実現に向けた取組を支

援する国のみどりの食料システム戦略推進交

付金を活用した事業展開の可能性について、

鋭意検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 佐々木議員。 

○８番（佐々木卓也君） 御答弁ありがとう

ございました。 

 それでは、質問順に再質問させていただき

ます。 

 まずは、１点目の地域連携ＤＭＯの形成・

確立についてということで、答弁の中で、地

域間連携は不可欠という認識の下、地域連携

ＤＭＯを含めたあらゆる可能性を模索しなが

ら検討するということでありました。しっか

りと検討して、前に進めていただきたいと思

います。 

 そこで、再質問なのですが、まち・ひと・

しごと創生総合戦略の観光の振興におけるＫ

ＰＩ、市内観光施設利用者数について基準値

は、平成３０年９６万９,０４０人に対して、

目標値は、令和６年度１０２万８,５１３人と

なっております。 

 そこで、確かにコロナ禍で減ってはいるの

でしょうけれども、参考までに令和３年度と

４年度の実績値をお知らせいただきたいと思

います。 

 そして、もう１点。これが一番重要だと思

うのですが、観光振興における三沢市の課題

について、どのように認識されているかお伺

いします。 

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。 

 経済部長。 

〇経済部長（坂岡敏行君） ただいまの再質

問、観光施設の利用者状況についてお答えい
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たします。 

 最新値でございますが、令和４年度の観光

施設の利用状況。まず、施設としましては、

斗南藩記念観光村、道の駅くれ馬ぱーく、寺

山修司記念館、県立三沢航空科学館、星野リ

ゾート青森屋、ＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷ

Ａのこの施設の合計でお答えしたいと思いま

す。 

 令和４年度、この６施設の合計は７４万２,

１５１名となっております。したがいまし

て、設定した目標数値よりは２２万６,８８９

名ほど少ないという数字になっております。 

 なお、令和３年度はコロナ禍ではございま

すが、６１万２,１４５名となっておりますの

で、令和３年度よりは１３万人ほど増加とい

う結果になっております。 

 続きまして、観光の課題といったところに

なる御質問についてお答えいたします。 

 これまで、観光の課題と言いますと、まず

三沢市の場合は、特徴的なのが、まずは宿泊

のホテル数の不足といったものが課題に挙げ

られておりました。現在、地元業者もホテル

建設に、今、携わっているところでございま

す。また、大手のホテルチェーンにつきまし

ても、ホームページ等では建設予定というこ

とが書かれております。今後、アフターコロ

ナということで、インバウンド客等の増加も

見込まれておりますので、そういったところ

も含めてＤＭＯの形成も合わせて検討してま

いりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 佐々木議員。 

○８番（佐々木卓也君） ありがとうござい

ました。コロナ禍で大分落ち込んでいるとい

うことでした。５月に新型コロナウイルス感

染症が５類に移行したということで、人流も

増えて、今年度はより人数は増えるだろうと

いうことは想像に難くないわけであります

が、そのような中で、課題としては、一番に

挙げられたのは、宿泊施設が足りないという

ことで、これらについては、企業のほうで、

もう全て予約して、仕事関係で利用する人が

もう予約をされていて、観光客が使えないだ

とか、そういうふうな影響もあろうかと思い

ますので、そういうことこそＤＭＯでいろい

ろな関係者が協議をして進めるということも

解決につながっていくと思います。ＤＭＯも

検討しながらということで、答弁がありまし

たので、よろしくお願いしたいと思います。

再々質問はございません。 

 続きまして、みさわ港まつりの観光的位置

づけと早期復活ということで、先ほど答弁の

あった事情の下、休止となっているわけです

けれども、代替イベントの昼いか感謝祭セー

ルだとか、ホッキ貝セールが好評を博してい

るということでした。そして、早期復活につ

いても関係者と協議しながら、しっかり検討

するということでございましたが、私のほう

も、港まつりについては、開催を望む声を結

構聞いており、多くの市民が楽しみにしてい

るのだなと思っております。漁業の振興、花

火大会、いろいろなメニューがありますの

で、そういう意味で、観光イベントとしての

早期復活を願うところなのですが、その観光

イベントとしてやる場合、先ほど壇上からも

申し上げましたが、しっかりと経済波及効果

等を検証するなどして、市費の増額も視野に

入れた上で、早期に復活させるべきと思いま

すが、その辺についてお考えをお伺いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。 

 経済部長。 

〇経済部長（坂岡敏行君） ただいまの経済

波及効果についてお答えいたします。 

 みさわ港まつりについてでございますが、

当初から漁業振興という観点で実施してまい

りました。ただいまの観光客の観点の経済波

及効果というところにつきましては、検証等

はしておりません。 

 ただ、今おっしゃるとおり、観光振興とい

う考えを持った上でのイベントの形成という

のは、非常に重要なものと考えております。 

 今後は、経済波及効果というところの観点

も含めて、しっかりと検証した上で、早期復
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活できるかどうかというところも関係機関も

含め、しっかりと検討してまいりたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 佐々木議員。 

○８番（佐々木卓也君） ありがとうござい

ました。よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後の有機農業の推進について

ということで、市として、これまでエコ

ファーマーの認定だとか、そういう有機農業

の推進・定着にも取り組んできたというよう

な答弁がございました。そしてまた、今後に

おいても、みどりの食料システム戦略の周

知・啓発に努めて、国の交付金を活用した事

業展開の可能性について検討するということ

で答弁をいただきました。 

 そこで、再質問なのですが、答弁の中で環

境保全型農業直接支払交付金、この事業の活

用について、これまで以上に働きかけるとい

うことでしたが、当市における当該交付金の

利用実績についてお知らせいただきたいと思

います。そして、今後、有機農業に関する相

談等があった場合に、その対応についてどの

ように行っていくのか、その辺のところもお

知らせ願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（堀 光雄君） 経済部長。 

〇経済部長（坂岡敏行君） ただいまの環境

保全型農業直接支払交付金事業の実績及び今

後の有機農業への相談といったところにお答

えいたします。 

 まずは、環境保全型農業直接支払交付金事

業の交付実績につきましては、令和３年度交

付件数１件、交付金額は１００万２００円、

耕作面積は１６.７ヘクタールとなっておりま

す。こちらは、緑肥による化学肥料の５割低

減を行っております。 

 続きまして、令和４年度も交付件数は１件

でございます。交付金額は１１１万３,０００

円、耕作面積は１８.６ヘクタール。こちら

も、緑肥による化学肥料の５割低減を行って

おります。 

 あと、今年度、予定ではございますけれど

も、交付予定件数は２件、交付予定金額は約

１５０万円となっております。耕作面積は予

定では２４.１ヘクタールとなっております。

こちらは、先ほどと同様、緑肥による化学肥

料の５割低減と、もう一方は、完全有機農業

を予定しております。 

 以上が、環境保全型農業直接支払交付金事

業の概要になります。 

 それと、今後の有機農業に対する御相談と

いったところの対応でございますけれども、

みどりの食料システム戦略の周知・啓発は先

ほどの答弁でも申し上げたとおり、積極的に

進めていきたいと思います。そのほか、令和

４年度から制度化された国の有機転換推進事

業というものもございますので、こちらのほ

うの活用等も可能性を模索してまいりたいと

思います。 

 いずれにいたしましても、農業者の有機農

業に対する相談に適時適切に対応してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 以上で、佐々木卓也

議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 遠藤泰子議員の登壇を願います。 

 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） ６番、かがやきの遠

藤泰子です。 

 通告に基づきまして、政治姿勢問題、市長

のマニフェストについてと県との連携につい

ての２点、順に質問いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

 このたび、市長選挙におきまして、無投票

となりましたが時を同じに、青森県知事選挙

もあり、青森県の持つ課題への対応や青森県

の未来に対する各候補からの熱い思いを拝聴

させていただきました。 

 私も、三沢市をさらによくしていこうとい

う熱い思いを持ち続け、三沢市民が豊かで安

心して暮らせるまちづくりのため、三沢新時

代をイメージしながら心新たに全力で取り組
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むことを強く感じさせられたところでありま

す。 

 三沢市民に信任され、再選されました小檜

山市長におかれましては、引き続き、これか

らの三沢市をつくりあげていく重要なかじ取

り役としての御活躍を心から御期待申し上げ

ます。 

 さて、６月２日付の東奥日報の東奥春秋に

「市長、御一報願います」と題したコラムが

掲載されました。その内容は、無投票となっ

たことにより、山積する課題の解決策や公約

を知る機会が失われたので、周知してほしい

という趣旨のものであります。私も同じ思い

を抱いておりまして、今後４年間の三沢市の

取組についてお伺いをするものであります。 

 小檜山市長は、選挙戦において、子育て支

援や教育の充実など、八つの項目からなる市

民との約束、「マニフェストネクスト２０２

７」を掲げられました。令和元年のマニフェ

ストと比べ、２項目増えております。今回の

マニフェストと前回のものを比較いたします

と、ＳＤＧｓの推進などが加えられ、それぞ

れの項目において達成すべき数値が設定され

ております。 

 私といたしましては、今回も高齢者施策が

盛り込まれなかったことは残念でありまし

た。高齢社会への対策を進めていくことが、

将来への不安解消となり、ひいては、子育て

世代への支援につながることも念頭に、ぜひ

とも高齢者対策も積極的に取り組んでいただ

きたいと思います。 

 小檜山市長の１期目、令和元年第１回定例

会におきましても、マニフェストについての

質問をさせていただいておりますが、前回も

出生率、婚姻率、町内会加入率等の数値目標

に対する具体の対策についてお伺いいたしま

した。 

 出生率向上に関しての４年前の市長の御答

弁では、具体的な施策として、キッズセン

ターそらいえを拠点とした子育て支援の充

実、わんぱく家族米支援事業、行政・学校・

地域の連携による子育て支援の強化により、

数値を引き上げていけるものと考えていると

のことでありました。４年が経過し、その結

果でありますが、出生率は前回の８.７から

７.７へと１ポイントの減となり、合計特殊出

生率は１.７９から１.７８と０.０１ポイント

の減となっております。掲げた数値は、前回

も今回も２.００でありますが、結果において

は、残念な状況になっております。 

 また、婚姻率につきましては、令和元年の

御答弁では、上十三・十和田湖広域定住自立

圏で連携した結婚支援イベント等の情報発

信、婚活出張相談会を実施し、市独自の取組

としては、男女協働参画を応援するクラブ設

立を検討するとのことでありました。 

 前回のマニフェストでは、婚姻率６.６から

８.０を目指しておりましたが、結果は４.８

となり、１.８ポイントのダウンとなったとこ

ろであります。婚活事業につきましては、平

成２８年、平成２９年、令和元年と一般質問

しており、今回で４回目となりますが、市長

のマニフェストにも掲げられているにも関わ

らず、成果が上がるどころか、低下を続けて

おります。結果は結果として反省点を真摯に

受け止め、次に進むべきと考えるところであ

り、ネクスト２０２７、掲げられた数値に向

けて重層的かつ新たな対策が必要であると

思っております。同じことを続けても結果は

同じ。ＰＤＣＡサイクル、スクラップアンド

ビルド、他自治体の先進事例、国・県の政策

との連携などなど事業を精査し、情報をかき

集め、様々な角度からのひるむことのない積

極的なアプローチが必要であると思います。 

 １点目の質問ですが、今回のマニフェスト

に掲載されている合計特殊出生率１.７８から

２.００への引上げ、また、婚姻率４.８から

６.２へ引き上げるため、小檜山市長はどのよ

うにして成果を出そうと考えておられるの

か、その具体的方策についてお伺いするもの

であります。 

 次に、雇用の場として掲げられた中心市街

地の歩行者数についてですが、これは前回の

マニフェストにはなかった新たな項目であり
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まして、令和３年の１日当たり１５３人から

４０８人に増加させるとのことであります。 

 まず、マニフェストで掲げられた中心市街

地の定義でありますが、旧一方通行の商店街

を示すものとしてお伺いをいたします。 

 中心商店街の活性化につきましては、アメ

リカ広場やＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡを

中心とした旧一方通行の歩行者数増加への取

組は、これまでも継続して進められてきたも

のと理解をしております。 

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症

拡大に伴う消費行動への影響やその後の光熱

費をはじめとした物価高騰も加えられ、市民

生活への圧迫に伴い、消費行動が縮小してい

るものと思います。中心市街地のみならず、

様々な業種で経営が厳しくなっている状況下

にあっては、イベント等の開催による一時的

な歩行者数の増加は見込めるものの、雇用の

場確保の本来の目的である恒常的な歩行者数

の増加は、これまでの取組以上の努力が必要

ではないかと感じています。市長は今後、ど

のような具体的な方策を実施していくお考え

なのかお伺いいたします。 

 次に３点目。町内会加入率の５７％から７

０％への引上げについてですが、これも４年

前から成果が上がっていません。４年前は５

７.６％、今回は５７％ということであり、横

ばいが続いているものと思います。町内会加

入率アップに関しての令和元年度時点での御

答弁では、町内会は安心・安全なまちづくり

において、欠かせない大変重要な住民自治組

織である。町内会活性化のためのセミナー開

催、アパート等の入居者への加入促進、町内

会加入相談臨時窓口の設置などのほか、町内

会へ入っていない人々へのアンケートを実施

して、連合町内会と連携して考えてまいりた

いと考えておりますとのことでありました。

結果は、先ほどのとおりです。４年前も申し

上げましたが、全国的に見れば、成果の上

がっている自治体もあります。重要な住民自

治組織であると認識されておられるのであれ

ば、他自治体の成功事例を取り入れることが

重要であると思いますが、市長は、どのよう

にして町内会加入率を引き上げていこうとし

ているのか、その具体的方策についてお伺い

いたします。 

 次に、政治姿勢問題の２点目、県との連携

についての質問となります。 

 青森新時代、若さあふれる青森県知事が誕

生いたしました。むつ市長としての市政運営

の実績の下、県民の大きな期待を受けての当

選であったものと思います。難しい戦局の

中、小檜山市長はいち早く宮下候補への支持

を表明されており、宮下新知事と小檜山市長

の今後の連携については、市民から大きな期

待をされているものと思います。 

 新知事が就任し、青森新時代に向けて、マ

ニフェストが実行されていくものと期待をし

ておりますが、マニフェストの中には、市町

村との連携強化として、市町村長とのホット

ラインを開設し、日常的に課題を共有し、解

決に向けていくことが掲げられております。

そのほか、県民局など組織体制も変える必要

があるということを話されており、県と市町

村との関わり方が変化していくことが予想さ

れます。 

 宮下新知事は、むつ市長時代、災害時のス

ピード感ある対応、改革を積極的に行ってい

く柔軟さ、強い者にも立ち向かう姿勢を見せ

ており、強い信念を持った政治家であると

思っておりましたが、特に県と市町村との連

携に関しては、これまでの実績を基に、県と

市町村の協働によるスピード感ある対応を進

めていくのではないかと感じております。 

 宮下青森県政、第２期小檜山市長市政は、

スタートしたばかりでありますが、新知事が

マニフェストに掲げた新しい未来への挑戦、 

県と市の連携強化を考えるとき、対応し得る

組織体制を構築することを視野に入れておく

べきと考えるところであります。 

 小檜山市長はこれまで、急ぐ仕事に魔物が

潜むとのことで、慎重な市政運営を進められ

てきておりますが、私は、スピードは誠意で

あると思っております。県との連携強化に関
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しましては、ぜひとも、変化に対応できる組

織体制の構築、他市町村に先駆けた取組を進

めていただきたいと思っております。今後の

県との連携強化について、小檜山市長はどの

ように考えているのかお伺いいたします。 

 御答弁のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（堀 光雄君） ただいまの遠藤泰子

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの遠藤議

員御質問の政治姿勢問題の第２点目、県との

連携強化のための取組については私から、そ

のほかにつきましては、政策部長並びに経済

部長からお答えをさせますので、御了承願い

たいと存じます。 

 去る６月４日執行の青森県知事選挙におい

て当選された宮下宗一郎氏の政策集につきま

しては、私も拝見し、１２の柱の一つとして

市町村との連携強化が掲げられていることは

承知しております。また、７月３日に開催さ

れた知事と市町村長の意見交換においても、

宮下知事から電話ホットラインや通信アプリ

を活用し、知事と市町村長が緊密に連絡を取

り合うことで連携を深めるとの意向が示され

たところであります。 

 現在、当市では、県からの情報の集約を担

うなどの部署は設けておりませんが、各課に

おいて、それぞれの県の関係部署と連携し、

業務を着実に進めているところであります。 

 御質問の県と当市との連携強化に向けた組

織体制の構築につきましては、宮下知事のマ

ニフェスト実行に係る事業の具体が、今後示

されるであろうことから、県の動向に注視

し、必要に応じて適時適切に対応してまいり

たいと考えております。 

 私からは、以上であります。 

○議長（堀 光雄君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） 政治姿勢問題の

市長マニフェストについての第１点目、合計

特殊出生率及び婚姻率を引き上げるための具

体的な方策についてお答えいたします。 

 御承知のとおり、平成２５年から平成２９

年度までの合計特殊出生率は、東北で第１

位、令和３年度婚姻率は東通村に次いで県内

第２位となっているものの、当市の人口動態

は出生数が死亡数を下回る自然減の状況が続

いております。 

 そのような中にあって、未来に向けて安心

して子育てを行うことのできる魅力的なまち

づくりを行っていくためには、少子化の背景

にある若い世代の結婚、出産、子育てを取り

巻く環境や結婚や子供を産み育てることへの

不安等を払拭していくことなどが重要な課題

でございます。 

 これまでに実施してきた具体的な方策とい

たしましては、先ほどもありましたように、

三沢キッズセンターそらいえを拠点として、

子育て支援や根強い人気のわんぱく家族米支

給事業のほか、令和２年度から実施している

結婚新生活支援金、そして、令和３年度から

実施している結婚メモリアル助成金などによ

り、結婚に係る経済的支援を実施したほか、

上十三・十和田湖定住自立圏の移住・結婚支

援推進協議会を圏域内１０市町村とともに立

ち上げ、広い範囲でより多くの人との出会い

の場を提供するため、昨年度、令和４年度に

はスイーツ婚活イベントなどを実施してきて

おります。 

 御質問の目標を達成するための具体的な方

策につきましては、御承知のとおり、三沢市

子ども医療費給付事業において、令和５年７

月１日診療分より保険適用分の医療費を無料

で受けられる対象者の年齢を１５歳から１８

歳まで拡大したことのほか、若い世代がより

一層結婚や子育てに対して明るい希望を抱け

るようこれまでの方策を検証し、見直しを図

りながら、総合的かつ着実に推し進めていく

ことにより、若者の結婚等に対する前向きな

意識の醸成を促し、ひいては、合計特殊出生

率や婚姻率をさらに高めることにつなげてま

いりたいと考えております。 

 マニフェストに掲げられた数値は、高い目

標ではございますけれども、子供たちの元気
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な声と笑顔が満ちあふれる未来を目指し、今

後示される国ですとか県の少子化対策と一体

的に進めるとともに、さらに有効な方策を検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、市長マニフェストについての第３点

目、町内会の加入率を引き上げるための方策

についてお答えいたします。 

 町内会は、同じ地域に住む人たちで自主的

に運営されている最も身近な住民自治組織で

あり、地域内の共通課題の解決やゴミ集積所

の管理、防犯、環境、自主防災活動など安

心・安全なまちづくりにおいて欠かせない大

変重要な組織であると考えております。 

 当市の町内会加入率は、令和２年度から三

沢市住宅取得支援事業助成金の助成対象者に

町内会に加入することを要件に加えるなど対

策を講じてまいりましたけれども、４年前に

掲げたマニフェストネクスト２０２３の基準

値とほぼ変わってはおりません。目標値であ

る７０％までは、まだまだ差があるのが現状

でございます。 

 町内会に加入しない理由としては、何を

行っている組織なのか、まず分からないです

とか、活動に興味はあるが、内容に魅力がな

い等の声があることからも、町内会活動を

知っていただくことが大事であると考えてお

ります。ここ数年は、新型コロナウイルス感

染症の影響により、町内会活動ができない状

況でございましたけれども、また以前のよう

に活動が盛んになることにより、会員等の交

流が広がることで、加入促進にもつながるも

のと期待をしているところでございます。 

 御質問の目標に近づくための具体的な方策

につきましては、まずは、これまで当市で実

施してきた取組である町内会活性化事業の開

催や転入者への加入促進チラシの配布、広報

広聴課に加入相談窓口の設置などを継続いた

します。そして、加入率の向上につなげてま

いりたいと考えております。また、今年度、

新たな取組といたしましては、不動産管理会

社を通じまして、貸しアパート入居者に対し

て、町内会への加入促進を図ってまいりま

す。 

 いずれにいたしましても、町内会は地域コ

ミュニティの要として大変重要でありますこ

とから、引き続き各町内会及び連合町内会と

も連携しながら、加入率向上に努めてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 経済部長。 

〇経済部長（坂岡敏行君） 政治姿勢問題の

１、市長マニフェストについての第２点目、

中心市街地の歩行者数増加の具体的方策につ

いてお答えいたします。 

 当市における令和３年の中心市街地の歩行

者数は１５３人でございましたが、この数値

はコロナ禍における数値でございます。 

 これに対し、マニフェストの目標値は当地

区が近年、最も賑わいを見せていた時期であ

る平成２８年の歩行者数まで回復させること

を目指し、当該年の歩行者数と同じ４０８人

に設定したところでございます。 

 当市では、三沢市商工会と連携し、昨年度

から月に一度のマルシェイベントを開催して

おります。この取組は中心市街地の賑わい創

出のみならず、出店者の当該地域での新規出

店につながることも期待して実施していると

ころでございます。 

 しかしながら、このようなイベント開催だ

けでは抜本的な解決策とは言えません。本来

の賑わい創出のためには、当市の取組だけで

なく、三沢市商工会や当地域の核店舗である

ＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡ、そして、中

心市街地で商業を営む全ての皆様からの御協

力が不可欠でございます。 

 このような中、当該地域では、新規ホテル

の開業を目指し、地元企業や大手チェーンに

おけるホテル建設の動きも見られておりま

す。 

 このため、当市では中心市街地の国際色豊

かな雰囲気や県内トップクラスの人口当たり

の飲食店数を生かしたＰＲ、そして、Ｓｋｙ

ＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡと連携した観光客向

けのお土産品の販売等を検討し、これから増
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加が見込まれますホテル宿泊客を中心市街地

へ誘導できるような方策について関係機関と

連携・検討・協議してまいりたいと考えてお

ります。 

 いずれにいたしましても、このような地域

内における連携した取組や七夕まつりや三沢

まつりに代表される各種イベント開催の相乗

効果によって、中心市街地における歩行者数

増加と賑わい創出を図ってまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） 御答弁ありがとうご

ざいました。市長のマニフェストの１点目、

出生率と婚姻率についての再質問をいたしま

す。 

 御答弁では、合計特殊出生率は東北で１

位、婚姻率は県内で２位とのことでありまし

た。上位にあることは承知しておりました。

状況を理解した上で、マニフェストを作成さ

れたものと思いますので、具体策があるのか

なと思い、質問させていただいたものであり

ます。 

 これまで、令和２年から結婚新生活支援、

そして、令和３年からは結婚メモリアル助成

金ということで、結婚支援をしてきたとのこ

とでありますけれども、結果として、数字が

上がっていないという現状があります。 

 再質問になりますが、上十三・十和田湖定

住自立圏で実施した婚活事業について、費用

をどのくらいかけ、そして、三沢市民が何人

結婚に結びついたのか、成果についてお伺い

いたします。 

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。 

 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの上十

三広域定住自立圏の婚活のイベントについて

の再質問にお答えいたします。 

 まず、今回の実績につきましては、参加者

でいきますと、男性が１４名、そして女性が

１１名、合計が２５名となってございます。

費用につきましては、資料を持ち合わせてお

りませんでしたので、大変申し訳ございませ

んけれども、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 何件結婚したかというところまでは、追跡

しておりませんので、回答はできない状況で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） 以前も、この婚活に

ついては、定住自立圏で実施するという御答

弁でしたので、お伺いいたしました。実施さ

れたのであれば、情報収集とか次につなげて

いただきたいなと思います。 

 一つの事例となるのですけれども、自分の

ところで実施した婚活事業の中では、三沢で

お仕事をされている方が八戸の実家から通っ

ておりました。そこで巡り会った津軽の方も

参加をされて、その津軽の方とたまたま三沢

にその方も引っ越して、三沢でお二人が生活

しているという実績もありましたので、なぜ

三沢なのという話をその方々に聞いたとこ

ろ、やはり出会った所、旦那さんの職場とい

うのもあると思いますけれども、出会ったと

ころが思い出の地だから、ここに住むことに

なりましたという方のお話でした。 

 再々質問になるのですけれども、やはり、

三沢というところの独自での婚活事業という

か、そういうところはすごく、ここ三沢に

とっては、この上十三の実績、先ほど１４

名、１１名ということで数が挙がりましたけ

れども、実際に三沢の人は、これは多分、開

催のところでの参加者ではないので、三沢市

民としての２５名ではないと思います。です

ので、どうしても、定住自立圏になってしま

うと、三沢にとってのメリットが少ないとい

うか、それなので、三沢独自で婚活事業を実

施する考えがないか、再々質問いたします。 

○議長（堀 光雄君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再々

質問についてお答えいたします。 

 三沢市独自での婚活等の事業を実施するつ

もりはないのかという御質問だったと思いま
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す。市が主催する婚活イベントについては、

現在取り組んでいる、先ほども答弁申し上げ

ましたように、結婚メモリアル助成金事業で

すとか、結婚支援助成金の事業をやっており

ますけれども、これは必要に応じて見直しを

図ってまいります。 

 そして新たに、例えば、お話がありました

ように、婚活のイベントについても候補の一

つとしてできるものから取り組んでまいりた

いと、このように考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） 子供を産み育てる少

子化対策の入り口という政策は、やはり婚姻

率を引き上げることだと思います。国も県

も、また、全国の自治体においても苦戦して

おりますけれども、だからこそ、市長がマニ

フェストに掲げた高い目標のために全国の先

駆けとなって、婚姻率を高めるための有効な

施策を打ち出し、結果を出せるように期待し

ています。 

 ２点目の中心市街地の歩行者数についてで

すが、答弁の中では、マルシェなどイベント

中心で、通行量を増加させるとのことであり

ましたが、私は、日常的に歩行者がいないと

問題は解決しないのではないかと思っていま

す。今ある商業者を生かしつつ、新たな店舗

を出店したくなるような取組が必要だと思っ

ています。 

 商工会からの要望もあり、一方通行が双方

通行になりましたけれども、その結果、車の

交通量の変化とともに、歩行者数や販売額に

よい影響があったのか、また、逆に悪い影響

を及ぼしたのか、把握されておりましたら、

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（堀 光雄君） 経済部長。 

〇経済部長（坂岡敏行君） ただいまの今あ

る店舗を生かしつつ、新たな店舗の出店、そ

れと、販売額等の把握についてお答えいたし

ます。 

 議員おっしゃるとおり、イベントを打った

だけでは歩行者数は伸びません。店舗に出店

された、まずは出店者が三沢の魅力を感じて

いただく。ここには、ニーズがあるのだとい

うことを把握していただいて、出店を希望さ

れる。それともう一つが、そこの隣接の商店

も合わせて、このイベント等を盛り上げてい

ただいて、逆に訪れたお客さんが、三沢の商

店街にはこういった店もあったのだとか、そ

ういう再認識をしていただいたり、気に入っ

ていただくというのは、効果としては考えら

れると思います。 

 今後におきましては、そういった意味での

各商店街、それと地元の商店が一体となって

できるようなイベントになるよう商工会を含

めて、協議・検討していきたいと思います。

なお、販売額等の実績については把握してお

りませんので、販売額の把握にも努めたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） ぜひとも、しっかり

と検証していただいて、中心市街地を活性化

させるよう取り組んでいただきたいと思いま

す。再々質問はございません。 

 次に、３点目の町内会加入率についてです

けれども、新たな取組として、不動産管理会

社を通じて、貸し家、アパートなど入居者に

対して加入促進を図るということでありまし

た。転勤される方々への対策であるものと理

解いたしました。さらにですけれども、町内

会に加入するメリットを増やし、デメリット

となる負担を減らすことも必要かと思いま

す。 

 再質問ですけれども、町内会に加入すると

こんないいことがあるよというようなメリッ

ト、例えば、相模原市では地域活動ポイント

を付与して、地元の商店で買い物に使用でき

るという取組をしていますけれども、このよ

うなメリットを増やす考えはないかお伺いい

たします。 

○議長（堀 光雄君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 
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 メリットがある施策をしてはどうかという

ことで、ただいま議員のほうから御提案があ

りましたような施策について、先進地も含め

て、これから十分検討して、できるものから

順次進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） 調べていただけると

いうことで、インターネットで調べるだけで

も、各自治体の様々な取組が載っていますの

で、全国的には町内会加入率が高い自治体も

ございます。調査・研究をして取組を進めて

ほしいと思います。再々質問はございませ

ん。 

 続いて、政治姿勢問題の２点目の県との連

携強化についてでございますけれども、市長

から今後、県の動向を注視して、適時適切に

対処するとの強い御答弁をいただきました。

小檜山市長、２期目、三沢新時代に向けて

ちゅうちょすることなく、柔軟かつスピー

ディに対応していただくことをお願いいたし

まして、質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（堀 光雄君） 以上で、遠藤泰子議

員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 春日洋子議員の登壇を願います。 

 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） １４番、公明党の

春日洋子でございます。通告の順に従い、質

問してまいります。 

 はじめに、行政問題の１点目、おくやみ窓

口の開設についてお伺いいたします。 

 本市においては、おくやみ窓口の開設に向

けた検討を進める中、先行しておくやみハン

ドブックを作成していただいております。 

 おくやみ窓口は、御遺族の負担を少しでも

軽減するため、亡くなった方や御遺族の状況

をお聞きし、必要な手続や書類、担当窓口を

御案内するものであり、それぞれの窓口での

手続がスムーズに進むよう書類の作成を支援

するものです。 

 御家族が死亡した際、御遺族は多くの煩雑

な手続を行わなければならず、ときには、数

日かかることがあると言われ、精神的にも大

きな負担となり、御遺族の疲れに追い打ちを

かけることから、おくやみ窓口の開設を求め

る声が高まっています。御家族が亡くなった

後の手続をどうしたらいいのだろうと不安を

抱えている御遺族をサポートする取組は、市

民に寄り添う最も大切な行政サービスである

との思いをこれまで抱き続けてまいりまし

た。 

 そこで、先般、先進的におくやみ窓口を開

設されている八戸市と青森市を視察させてい

ただきました。 

 まず、開設場所については、八戸市は市庁

舎の空きスペースを活用されており、青森市

では、既存の市民課戸籍チーム窓口をおくや

み窓口として開設しています。 

 利用方法は、両市とも、窓口利用希望日の

三日前までに電話で予約していただき、利用

日の前日に御遺族に必要な書類、持ち物等を

電話連絡します。利用日当日、来庁した御遺

族の方に必要な手続を確認していただき、お

くやみ窓口で可能な手続を行うほか、担当課

での手続が必要な場合は、職員がリレー方式

で付き添い、次の担当課まで案内し、手続を

していただきます。おくやみ窓口では、国民

健康保険被保険者証や各種障害者手帳等の返

還、葬祭費の支給など八戸市では２５、青森

市では３３の手続ができるとしています。お

くやみ窓口を利用された方々からは、心から

の感謝の言葉が寄せられているとのことであ

り、担当職員としても大変やりがいを感じて

いるとのことでした。 

 このような両市での視察を踏まえ、本市に

おいても、おくやみ窓口の開設に向けて着手

すべきとの思いを一層強くしたところです。

開設に向けて、御見解をお伺いいたします。 

 次に、２点目の香害へのさらなる周知・啓

発についてお伺いいたします。 

 私たちが使う日用品には、様々な化学物質

が使われており、特に香料等に含まれる化学
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物質が原因で不快感やアレルギー症状、ぜん

そくなど様々な症状を誘発される方が増えて

いると言われています。自分にとって快適な

香りでも、周りの人には苦痛となっているこ

とがあるため、理解と配慮が必要です。 

 改めて申し上げますと、香害とは化粧品や

香水、合成洗剤、柔軟仕上げ剤などに含まれ

る合成香料、いわゆる化学物質のにおいに

よって不快感や健康への影響が生じることを

言い、残香性の高い製品の普及により、この

ようなにおいによる相談が増えており、特

に、柔軟仕上げ剤のにおいに関する相談が多

くなっていると言われています。 

 近年では、この香害が原因となって化学物

質過敏症を発症する人もいます。化学物質過

敏症は、建築資材、化粧品、芳香剤、合成洗

剤、柔軟仕上げ剤、排気ガス、農薬などの日

常生活を送る際に使用される様々な製品に含

まれる通常では問題にならないような微量な

化学物質に敏感に反応し、頭痛、めまい、倦

怠感、脱力感など健康に影響を及ぼす症状が

発生するもので、その反応は、個人差が大き

く、また、あるときを境に突然発症すること

もあると言います。 

 本市におきましては、既に環境省や消費者

庁などの５省庁が連名で作成・発行している

ポスターを市役所をはじめ、市の公共施設に

掲示するとともに、市のホームページにおい

ても、香りの害や化学物質過敏症、シックハ

ウス症候群についての周知・啓発に取り組ん

でいただいていますが、先般、香害で苦しん

でいる当事者を講師にした研修会を受講した

際、教育現場や医療機関、福祉分野において

も周知・啓発してもらいたいとの強い要望が

あったことから、さらなる周知・啓発につい

て本市の御見解をお伺いします。 

 次に、３点目のがん患者への医療用補正具

購入費の助成についてお伺いします。 

 脱毛や爪の変色などがん治療の副作用や傷

跡が残る手術に伴う外見の変化でつらい思い

をする患者は少なくないと言われており、患

者の心理的な苦痛を和らげ、その人らしく社

会生活の中で今までどおりに過ごすことを支

えることが、大切であると思います。医療の

進歩により、治療しながら仕事や日常生活を

送る患者が増える中、外見を気にせずに社会

参加を後押しする助成制度が各地で進められ

ています。 

 特に、ウィッグの購入費は保険対象外であ

り、種類によっては数万円から数十万円と高

額であり、身体的にも精神的にもつらい中

で、患者の経済的負担が大きいことを考えま

すと、一人でも多くの方が不安を和らげ、安

心して日々の生活を過ごしていただきたいと

願うものです。 

 そこで、がん患者の治療や社会参加の両立

を支援し、療養生活の質の向上を図るため、

ウィッグや胸部補正具の購入費の助成につい

て本市の御見解をお伺いします。 

 次に、４点目の将来の妊娠に備えるプレコ

ンセプションケアの推進についてお伺いしま

す。 

 プレコンセプションケアとは、女性やカッ

プルを対象として、将来の妊娠のための健康

管理を促す取組であり、将来の不妊のリスク

を減らし、健やかな妊娠・出産や生まれてく

る赤ちゃんの健康にもつながります。 

 妊娠・出産には、様々なリスクがあり、例

えば、３０代後半以降になるほど、不妊や流

産の割合は上昇するとされ、体の状態や病

気、生活習慣も妊娠中の合併症や出生児に大

きく影響を及ぼし、妊娠が判明してからで

は、対応が難しくなる場合も多いと言われて

います。 

 あくまでも、結婚、妊娠、出産、子育て

は、個人の自由な意思決定に基づくものであ

り、個々人の決定に特定の価値観を押しつけ

たり、プレッシャーを与えたりしてはならな

いことに十分留意しなければなりませんが、

プレコンセプションケアにより、早い段階か

ら適切な知識を得て、健康で質の高い生活を

送ることは、人生の選択肢を広げ、妊娠・出

産時や次世代の子供のリスクを下げることに

つながります。 
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 こうした重要性から、２００６年には米国

の疾病対策センターが、２０１２年には世界

保健機構が、相次いでプレコンセプションケ

アを推奨しました。 

 また、日本においても、２０２１年２月に

閣議決定された成育医療等基本方針で、同ケ

アを女性やカップルを対象として将来の妊娠

のための健康管理を促す取組と定義し、対策

が動き出しています。 

 国立成育医療研究センター荒田尚子診療部

長は、「日本は、妊産婦や新生児の死亡率が

諸外国と比べて低いが、晩婚化や肥満、やせ

の増加、子宮頸がんの検診率の低迷など課題

が多い。同ケアを母子保健だけでなく、教育

や医療等、幅広い分野で進めることが重要で

ある」と指摘しています。 

 そこで、プレコンセプションケアの推進に

ついて、本市の御見解をお伺いします。 

 最後に５点目の三沢市大空ひろばの遊具に

ついてお伺いします。 

 三沢市大空ひろばに設置されている遊具

が、使用禁止になってから２か月が過ぎまし

た。県立三沢航空科学館とともに、子供たち

にとっては人気スポットであり、子育て世代

の皆さんも早期の開設を待ち望んでいます。 

 先日、県立三沢航空科学館にお伺いし、令

和４年度の大空ひろばについてのアンケート

を拝見いたしました。その中では、「大変満

足」、「やや満足」と答えた方が７６.２％に

上っており、いろいろな遊具が楽しい、たく

さん遊具があって大満足です、見晴らしがよ

く、子供たちが遊んでいる姿がほほえまし

かったですなどの感想が寄せられているとお

聞きいたしました。 

 また、コロナ禍で利用者が減少しているも

のの、令和４年度における県立三沢航空科学

館の利用者数は、常設展、特別展、企画展を

併せて１６万１,２６４人になっており、平成

１５年８月８日の開館以来、本年３月３１日

現在までの利用者は３１９万３,５１４人と

なっています。多くの皆さんが県立三沢航空

科学館を利用した後、大空ひろばでも遊ぶこ

とが見込まれることを考え合わせますと、１

日でも早い遊具の使用再開が待たれるところ

です。 

 そこで、以下の２点をお伺いします。 

 １点目に、遊具の使用再開に向けては、ど

のようにこれまで検討されてきたのか、検討

状況をお伺いいたします。 

 ２点目に、新設となった場合には、インク

ルーシブ遊具の設置を計画に盛り込むべきと

考えます。現時点での御見解をお伺いいたし

ます。 

 以上で、私の質問を終わります。 

 御答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（堀 光雄君） ただいまの春日洋子

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの春日議

員の御質問の行政問題の第４点目、プレコン

セプションケアの推進については私から、そ

のほかにつきましては、担当部長からお答え

をさせますので、御了承願いたいと存じま

す。 

 男女とも、性や妊娠に関する正しい知識を

身につけ、将来における妊娠のための健康管

理を促す取組であるプレコンセプションケア

は、少子化や不妊等の対策において、非常に

重要であると認識しております。国において

は、成育基本法に基づく成育医療等基本方針

にのっとり、プレコンセプションケアに関す

る体制整備を図るため、切れ目のない支援体

制の構築、適切な健康管理に向けての普及・

啓発等を行うこととしており、様々な施策を

実施しております。 

 当市といたしましても、医療・保健・教

育・福祉などの幅広い分野で連携し、正しい

知識や情報の発信、相談支援に取り組んでい

くことは、今後ますます重要になってくるも

のと考えております。 

 当市が、現在実施している思春期・妊娠・

出産等の各ライフステージに応じた健康管理

支援といたしましては、思春期保健事業、子

宮頸がん検診、不妊治療費助成事業や妊娠・
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出産後の継続支援等がありますが、今後は、

これらの事業にプレコンセプションケアの考

え方を取り入れながら啓発していきたいと考

えております。 

 また、他市町村の先進的な取組を調査・研

究しながら、ホームページや広報みさわ等を

通じて、正しい知識や相談窓口等の情報提供

に努めてまいりたいと考えております。 

 私からは、以上であります。 

○議長（堀 光雄君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 行政問題の

第１点目、おくやみ窓口の開設についてお答

えいたします。 

 おくやみ窓口は、身近な方が亡くなられた

後の行政手続などについて、専用の窓口を設

け、御遺族の負担を軽減することを主な目的

としております。 

 その開設状況といたしましては、県内で

は、青森市や八戸市、弘前市などで、また、

全国においても、徐々に増えてきており、各

自治体の状況により、様々な形態で実施され

ているところであります。 

 当市では、市民課窓口で死亡届が提出され

る際、葬祭費の支給や国民健康保険、年金関

係の手続などについて、窓口で必要な書類が

記載された数枚のペーパーをお渡ししながら

説明することで、御遺族の手続が円滑に行え

るよう御案内しております。また、葬儀が終

わり、固定資産税や介護、障害の福祉関係の

手続など個別の事案について、相談があった

場合にも、職員が関係課と連携しながら丁寧

に対応しております。 

 御質問のおくやみ窓口の開設につきまして

は、関係部署が本庁舎外に配置されているこ

とや窓口専属の人員確保の観点などから、現

在のところ、開設には至っておりませんが、

火葬予約の連絡が入った際には、市民課職員

が住民異動届、埋葬・火葬許可申請書、国民

健康保険の葬祭費支給申請書など死亡届以外

の申請書を事前に作成し、来庁された御遺族

の負担軽減に努めているところでございま

す。 

 今後におきましても、令和４年３月に発行

した市役所や市役所以外で行う手続につい

て、分かりやすく記載した「おくやみハンド

ブック」を活用しながら、手続が少しでも円

滑に行えるように御遺族の思いに寄り添っ

て、丁寧な窓口業務に努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、行政問題の第２点目、香害へのさら

なる周知・啓発についてお答えいたします。 

 当市におきましては、平成２８年４月の三

沢市消費生活センター設立以来、柔軟剤や消

臭剤などの香りや成分により、頭痛や吐き気

などといった体調不良を訴える、いわゆる香

害に関する苦情や相談は寄せられておりませ

んが、全国の消費生活センターには年間１３

０件から２５０件程度の苦情や相談が寄せら

れているとのことでございます。 

 しかし、市民の中には、解決策が見出せな

く、あきらめている方や相談先が分からず、

困っている方などが一定数存在するものと推

察しており、広報みさわや市ウェブサイトへ

の掲載はもとより、図書館やそらいえなど市

の施設をはじめ、県立三沢航空科学館、三沢

駅、郵便局などにもポスターを掲示し、さら

に小中学生の保護者にチラシを配布するなど

啓発活動を実施してまいりました。 

 御質問の香害へのさらなる周知・啓発につ

いてでありますが、当市といたしましても、

香害について市民に広く理解されるよう医療

機関や福祉分野の各関係部門と連携を取りな

がら、身近に香りによって体調が悪くなり、

苦しんでいる方がいらっしゃるかもしれない

ということ、香りが伴う製品については適正

量で使用することなどさらに周知・啓発に努

めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 行政問題の

第３点目、がん患者への医療用補正具購入費

の助成についてお答えいたします。 

 近年は、およそ２人に１人ががんになる時

代と言われておりますが、がん医療の進歩に
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より生存率が改善し、また通院治療環境の整

備により、仕事を持ちながら通院しているが

ん患者が増えてきております。 

 がんの治療は、治療中及び治療後の身体

的・精神的なダメージが大きく、さらには、

治療に伴う頭髪の脱毛や乳房の切除等による

外見の変化が就労や社会参加を阻害する要因

になっているのが現状であります。 

 そのために、多くの患者ががんの治療と社

会参加を両立し、生活の質の向上を図るため

に医療用ウィッグや胸部補正具等による外見

ケアは、現在のがん治療には欠かせないもの

であると認識しております。 

 しかしながら、これらの補正具は高額であ

ることから、多くの患者にとって経済的に大

きな負担となっているのが現状であり、患者

の精神的な苦痛の緩和、治療や療養生活支

援、社会参加促進のためには、購入費用の助

成等による経済的支援が有効であり、必要性

が高いと認識しております。 

 当市といたしましては、患者のニーズや助

成制度を実施している他自治体の状況等を調

査・研究し、がん患者の経済的・精神的負担

を可能な限り軽減するため、助成制度の導入

について検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 教育部長。 

○教育部長（田辺正英君） 行政問題の第５

点目、三沢市大空ひろばの遊具についての第

１点目、遊具の使用再開に向けて、これまで

の検討状況についてお答えいたします。 

 三沢市大空ひろばには、施設設置時に整備

した遊具があり、これまで遊具の定期点検と

ともに修繕等を実施してきたところでありま

す。 

 しかしながら、設置後約２０年が経過し、

劣化が進んでいることから、利用者の安全を

確保することが難しいと判断し、指定管理者

との協議の上、現在、使用を禁止していると

ころであります。 

 当該施設は、隣接する県立三沢航空科学館

への来館と併せまして、遊具を利用する多く

の子供たちが訪れることから、大空ひろばが

居心地のいい場所、気軽に集える場所である

と認識しているところであり、遊具の撤去及

び新たな遊具の設置に向けて検討をしている

ところでございます。 

 次に、御質問の第２点目、インクルーシブ

遊具の設置計画につきましてお答えいたしま

す。 

 インクルーシブ遊具は、障がいのある子供

もない子供も一緒になって遊ぶことのできる

遊具であり、全国的にも導入が広がりつつあ

ります。 

 また、三沢市では、令和２年４月から三沢

市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる

共生のまちづくり条例を施行し、市民一人一

人が支え合い、安心して暮らせる地域社会の

実現を目指しております。 

 このようなことから、インクルーシブ遊具

の設置につきましては、三沢市が目指す共生

社会の実現に寄与するものと認識しておりま

すことから、今後整備に向けて鋭意検討して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） 御答弁ありがとう

ございました。 

 行政問題の第１点目、おくやみ窓口の開設

について、再質問させていただきます。 

 本市においては、おくやみ窓口の開設につ

きましては、これまで数年来、検討が続いて

おります。前段でも申し述べましたが、既に

取り組んでおります八戸市、青森市での視察

におきまして、特に青森市では、職員からの

発案で開設に至ったということでありまし

て、市民の皆様にとっていかに大切な取組で

あるか、この職員の皆様の熱意を受けて、非

常にまた強い思いに至ったところでありま

す。 

 まずは、現場を知ることが大切であると

思っております。青森市におきましては、検

討段階で、先進地であります盛岡市にお伺い
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して、職員の皆さん自らが研修を重ねたとお

聞きいたしました。ぜひ、三沢市におきまし

ても、検討を進めていく段階で、市の担当職

員の方々においても、実際に先進地に足を運

び、研修すべきだと考えております。 

 この点について、御見解をお聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） まず、近隣

の青森市など現場に職員が出向いたほうがい

いのではないかという再質問だったと思いま

す。 

 市といたしましては、近隣の八戸市や、

今、御提案がありました青森市へ職員が出向

いて、実際の設置状況や事務の流れ、当市の

事務処理の状況等との違いなどについて、先

ほど御提案がありました開設市の職員の考え

や所感などについて、職員を出向かせて調

査・研究してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（堀 光雄君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 次に、２点目の香害へのさらなる周知・啓

発について再質問いたします。 

 これまでも、前回の一般質問をさせていた

だきましてから、担当課におきまして、速や

かに対応していただいたことに、非常に感謝

の思いでございました。 

 先ほど申し上げましたとおり、当事者を講

師にした研修会、強烈でございました。想像

を絶する苦しみ、大変な思いをされていると

いうことを痛感しておりまして、先ほどの部

長からの答弁の中でも、できる限りのこの周

知・啓発に取り組んできていただいている、

このこともよく理解をし、ありがたく思って

いるところであります。 

 そこで、これまで、ポスター、また、家庭

におきましてのＡ４サイズのチラシ等配布し

ていただいたのも承知しており、ありがたく

思っているところでありますけれども、ぜ

ひ、マックテレビは非常にあらゆる年代層の

皆様がこのテレビに親しんでおりまして、私

も町中でお会いしている方たちから、マック

テレビのあれを見たとか、話題になることが

多々ございます。可能な限り、このマックテ

レビでの周知・啓発、今後、お考えまたは検

討していただければありがたいことかなとい

うふうに思っておりますけれども、この点に

ついて、今の御見解をお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（堀 光雄君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） ただいまの

マックテレビでの周知徹底の方策を考えても

らえないかという再質問にお答えいたしま

す。 

 マックテレビでのコマーシャル的な周知に

ついて、現在、放送する方向でマックテレビ

と協議に入っている段階でございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。楽しみにしております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 次に、３点目のがん患者への医療補正具購

入費の助成について再質問いたします。 

 先日、三沢病院にお伺いをさせていただ

き、地域医療連携室の御担当者と情報交換を

させていただきました。 

 三沢病院におきましては、このアピアラン

スケアにつきましては、外来の化学療法室に

おきまして、医療用補正具のサンプルやリー

フレットなどを備えて、必要とする患者に寄

り添う対応をされているというふうにお聞き

し、大変ありがたく思ったところでございま

す。 

 特に印象に残ったのが、つい医療用ウィッ

グというふうに申し上げますけれども、ご担

当者の思いといたしましては、ウィッグの購

入については、個人のそれぞれの状況または

お好み、また予算等もありますことから、医

療用ウィッグ、これに特化したものではな

く、一般的なウィッグについても、今後、助
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成事業がスタートしたときには、助成対象と

していただきたい、こういう声が届いていま

したので、お伝えをさせていただきたいとい

うふうに思っております。 

 先ほどの部長からの御答弁の中でも、この

がん患者への医療補正具購入費の助成につい

ては、市としても、今後、前向きに検討くだ

さるものというふうに受け止めさせていただ

きました。 

 そこで、３点、再質問をさせていただきま

す。 

 全国の自治体の中では、対象者を国保加入

者に限定されておりましたり、また、先日、

私、７月３日から事業をスタートした八戸市

に行ってまいりました。八戸市では、全市民

を対象としてのスタートでございました。 

 また、さらに所得制限を設けている自治

体、全国の中でもございます。こういうこ

と、私個人といたしましては、全市民また所

得制限は設けない、こういうふうに個人とし

ては願うものですけれども、現段階での本市

のお考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 また、助成対象品についてでありますけれ

ども、このウィッグ、胸部補正具に合わせて

様々な商品があるということも学ぶ機会とな

りました。毛髪付き帽子、装着用ネット、補

正下着、補正パッド、人工乳房、こういうふ

うに様々なその方にとって必要なものがござ

います。 

 そこで、これらの補正具等も対象にするお

考えがあるか、御見解をお伺いをいたしま

す。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） ただいまの

再質問にお答えいたします。 

 まず、助成制度の対象者、それと助成制度

の内容ということだったと思うのですけれど

も、助成制度の対象者につきましては、議員

おっしゃるとおり、国保のみの対象者に限定

しているところもございますけれども、当市

といたしましては、国保加入者のみではなく

て、全市民を対象にして、所得制限も設けな

い方向で検討していきたいと考えておりま

す。 

 それから、２点目の助成制度の内容でござ

いますが、まだ現段階では未定ではございま

すが、まずは、患者の方が利用しやすいもの

に制度設計しなければならないかなと考えて

おります。そのためには、やはり、先進自治

体の事例を研究したり、患者のニーズやそれ

から補正具等の種類、費用等について市立三

沢病院のがん相談支援センター等に相談する

など、ニーズ把握、それから制度設計等をし

ていきたいと考えております。 

 最後に、助成開始時期についてでございま

すが、こちらにつきましては、患者が社会復

帰をするためには、必要性は高いと感じてお

りますので、なるべく早い時期の導入に向け

て前向きに検討していきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。今、このときもつらい思いを抱えてい

る患者さんがいらっしゃる、こういうことを

思うと、スピード感を持って導入を進めるべ

きと思っておりました。部長からもこのよう

な思いを酌んでの答弁をいただきました。ぜ

ひ、よろしくお願いいたします。 

 次に、４点目の将来の妊娠に備えるプレコ

ンセプションケアの推進について再質問いた

します。 

 先ほどの御答弁の中で、本市では各ライフ

ステージに応じた健康管理支援として、思春

期保健事業などを実施しているとの御答弁が

ございました。この場で、参考までにお聞き

したいと思いますが、この思春期保健事業

は、どのようなことを行っているのでしょう

か。また、不妊治療費の助成事業も本市とし

てはスタートをしていただいているところで

あります。現時点での相談件数と申請はどの

程度になっているのか、参考にお答えいただ

ければと思います。 
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○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） ただいまの

再質問にお答えいたします。思春期保健事業

の具体的な事業内容と、それから、不妊治療

費助成事業のこれまでの実績という２点だと

思います。 

 まず、思春期保健事業の事業内容でござい

ますが、小中学生を対象に医師や助産師、保

健師等による命の授業、それから、ＳＯＳの

出し方教育、それと、思春期の心身の変化に

関する講話、さらには、赤ちゃんとの触れ合

い、妊婦体験を通じた母性とか父性の育成等

の命の大切さや性に関する教育を実施してい

るところでございます。 

 次に、不妊治療費助成事業のこれまでの実

績ということですが、こちらは今年度から実

施した事業でございますが、これまでの相談

件数は６月末現在で１４件ございます。こち

らは、実際に窓口に来た方や電話での相談含

めて１４件ということでございます。 

 それから、この事業に申請した件数でござ

いますが、６月末現在、３か月で件数が３件

となっております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。ぜひ、これからも、これまでも取り組

んでおりました事業、若い世代に積極的に周

知して、また、相談しやすい環境をつくって

いただきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 最後に、５点目の三沢市大空ひろばの遊具

について再質問いたします。 

 教育部長より、これまでの検討状況、ま

た、今後の想定されるものを示していただき

ました。ありがとうございます。 

 この遊具の使用再開ということでございま

すけれども、もちろん一定の期間を要するも

のと承知しているところでありますけれど

も、その期間、どの程度具体になるか、少し

の期間ももちろん必要となるわけであります

けれども、その間、大空ひろば、もちろん航

空科学館、また大空ひろばで遊びを楽しみに

訪れる方々のために、なるべくがっかりさせ

たくないというのが私の思いでございます。 

 この期間、本格的な遊具が、私自身個人的

に思うのが、何年間か、１年、２年とか要す

るのかなと私自身の思いですけれども、そう

いうふうに考えた場合、この本格的な遊具が

整う、設置されるまでの間、何かしらそれに

代わる手立てをする、楽しく遊べる、そうい

うスペース等も考えていかれるのがよろしい

のではないか、そのような思いを抱いている

ところでございます。 

 このような思いから、現時点で、教育委員

会としては、具体な検討、何か検討している

ものがあれば、この場でお答えできる範囲で

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（堀 光雄君） 教育部長。 

○教育部長（田辺正英君） 再質問にお答え

いたします。 

 御指摘のとおり、新しい遊具を設置したと

しても、その期間、長期の期間を要するもの

と考えられております。そうしますと、その

間に来園された方には、大変御不便をおかけ

するというようなことが予想されるわけでご

ざいます。 

 そのため、教育委員会といたしましては、

今後、新たな遊具の導入・検討と併せまし

て、暫定的ではありますが、工事を必要とし

ないパーツの組合せ等によって自由に遊ぶこ

とができるインクルーシブ的な移動式の遊

具、そちらのほうの導入も検討してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 以上で、春日洋子議

員の質問を終わります。 

 この際、午後１時まで休憩します。 

午後 ０時０６分 休憩   

──────────────── 

午後 １時００分 再開   

○議長（堀 光雄君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ここで議長を交代します。 
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（議長交代） 

○副議長（加澤 明君） 議長を交代しまし

た。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 久保田隆二議員の登壇を願います。 

 久保田議員。 

○２番（久保田隆二君） ２番、市民クラブ

の久保田隆二です。通告に従いまして、一般

質問をさせていただきます。 

 まずは、地域おこし協力隊の活用について

質問いたします。 

 当市の人口は、年々減少傾向にあり、令和

５年５月末日現在で人口３万７,９８９人であ

り、３万８,０００人を割っております。 

 他市町村と比べますと、当市の将来の人口

減少率は低いと推計されていますが、それで

も確実に人口が減少することや総人口に占め

る１５歳から６４歳までの生産年齢人口と呼

ばれる働き手が不足することが、さらに深刻

な問題であると考えています。将来にわた

り、活力・活気のある三沢市を維持するた

め、特に、働く世代の定住・定着に焦点を当

てた移住施策の検討が求められると考えま

す。 

 その中で、近年、地域おこし協力隊という

制度が注目されています。この制度は、都市

地域から過疎地域等に住民票を異動し、地域

おこしの支援などを行い、その地域への定

住・定着を図る取組です。令和４年度は、１,

１１８自治体で活用されており、近隣市町村

では、おいらせ町、東北町、十和田市、七戸

町などで隊員の活動実績があります。令和４

年３月３１日までに任期が終了した地域おこ

し協力隊員の定住状況ですが、総務省のデー

タによると、任期終了後、およそ６５％の隊

員が同じ地域に定住し、また、定住した隊員

の進路については、約４２％が起業、約３８

％が就業、約１１％が就農・就林していま

す。 

 この地域おこし協力隊の制度は、給与や

ミッションなどの決定について、自治体に一

定の裁量が与えられており、自治体ごとに多

様な条件が設定されています。 

 ここで一例を紹介しますが、本年２月１日

に産業建設常任委員会の視察にて、島原市の

地域おこし協力隊について調査を行いまし

た。 

 島原市では、平成２５年から地域おこし協

力隊の隊員の募集を開始し、今までに１４名

の方が隊員となっていました。島原市の地域

おこし協力隊の特徴としては、隊員自らが

ミッションを見つけて活動するフリーミッ

ション型と呼ばれる制度を活用しているとこ

ろにあります。このフリーミッション型での

募集の理由として、以前は、ミッションを設

定して地域おこし協力隊を募集していました

が、本当にやりたいことではなかったといっ

たミスマッチが起こることや、隊員自身が１

年ごとにやりたいことが変わる場合もあり、

フリーミッションの制度を作ったとの話を伺

いました。 

 島原市の地域おこし協力隊で活動されてい

る方から実際に活動の内容を聞くことがで

き、アウトドアの情報発信、ブログなどのサ

イト運営のほか、食用コオロギを育てている

など大変興味深い活動をされておりました。 

 このように地域おこし協力隊の制度を活用

して、外部から熱量が高く、三沢市内で自ら

積極的に行動できる人材を募集することもで

きるのではないかと考えております。地域お

こし協力隊の制度が、一定の有効な移住施策

になると考えますが、当市の御見解をお伺い

いたします。 

 次に、二つ目の観光ＰＲのための調査につ

いて質問いたします。 

 新型コロナウイルスの影響により、落ち込

んだ観光需要が回復しつつあり、アフターコ

ロナに向けたインバウンド対応など、当市の

観光の可能性を探ることが求められます。大

きなコストをかけて観光施設を新たに設ける

ことができればいいですが、リスクが大きい

ため、まずは、既存観光資源を最大限活用し

た誘客方法の検討が必要になると考えていま

す。 
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 先日、ＮＨＫのニュースにて、当市の寺山

修司記念館の特集が組まれておりました。そ

の内容の中で、東京都や神奈川県から若い女

性が三沢市に訪れていることを知りました。

学芸員の広瀬さんに実際にお話をお伺いしま

したら、没後４０年たったにも関わらず、直

接会ったことのない若い世代のファンが増え

ており、海外のファンも多くいることを教え

ていただきました。その話を聞いた際に、当

市の観光の現状についてしっかりと理解する

必要があると感じ、うまく観光データを利用

することで、さらに観光客を増やせる可能性

があるのではないかと考えました。 

 当市に観光で訪れている方の属性として、

若い方が増えてきているかもしれませんし、

海外の方が増えてきているのかもしれませ

ん。どこから訪れて、どの観光施設を観光し

ているのか、どのような交通ルートを利用し

ているのかなどのデータを利用することで、

当市の隠れたニーズやターゲットにするべき

属性、ターゲットへの効果的なＰＲ手法を探

ることができると考えています。 

 他自治体においては、観光動向調査、観光

アンケートなどを実施し、観光データを収集

している事例もあります。 

 当市におきましては、どのような観光デー

タを保有しているのかなど、観光に関する調

査状況についてお伺いいたします。 

 以上で、私の一般質問を終了いたします。 

 御答弁よろしくお願いします。 

○副議長（加澤 明君） ただいまの久保田

隆二議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの久保田

議員御質問の行政問題の第１点目、地域おこ

し協力隊の活用については私から、そのほか

につきましては、経済部長からお答えをさせ

ますので、御了承願いたいと存じます。 

 地域おこし協力隊とは、地域外の人材を受

け入れ、地場産品の開発・販売・ＰＲなどの

地域おこし支援を行っていただきながら、そ

の地域への定住・定着を図る制度であり、必

要な経費は国からの特別交付税により措置さ

れることとなっております。 

 当市の移住・定住に係る施策といたしまし

ては、平成２８年度から三沢市への移住・定

住を目的として、住宅を新築購入する方に対

し、その経費の一部を助成する住宅取得支援

事業を実施しており、令和４年度までに合計

６４９件について助成が行われ、２,１５８名

の方に当市に移住していただいております。

また、令和元年度から実施している移住支援

金交付事業につきましては、テレワークによ

る移住を助成要件の中に取り入れつつ、子育

て世帯への加算額も拡充しながら、移住の促

進に努めております。 

 さらに、今年度より、当市への移住を検討

されている方を対象としたお試し移住助成金

事業をスタートさせるべく、現在準備を行っ

ているところでございます。 

 今後とも、移住支援金交付事業、住宅取得

支援事業、そして、お試し移住助成金事業な

どを着実に実施していくとともに、当市への

移住・定住促進施策を強化していくため、新

たな取組を検討していく中で、地域おこし協

力隊につきましても、引き続き調査・研究を

行い、できるものから順次実施してまいりた

いと考えております。 

 私からは、以上であります。 

○副議長（加澤 明君） 経済部長。 

○経済部長（坂岡敏行君） 観光問題の第２

点目、観光ＰＲのための調査についてお答え

いたします。 

 当市では、三沢市全体における独自の観光

需要調査は実施しておりませんが、当市への

観光誘客及びＰＲを図るに当たり、関係機関

の調査結果の活用や市内の各観光施設等にお

いて、個別のアンケート調査を随時実施して

おります。 

 このうち、関係機関の調査であります国土

交通省が行う宿泊・旅行統計調査や青森県が

実施している観光入込客統計を活用し、都道

府県間の人の流れや観光需要の把握に努めて
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いるところでございます。 

 また、市内観光施設等におけるアンケート

調査では、市が所管する寺山修司記念館や斗

南藩記念観光村等へ訪れた方々から様々な御

意見や御感想を頂戴しております。令和２年

度以降は、特に、県内をはじめとする近隣地

域からの来訪者が多くを占める一方で、栃木

県や徳島県等の遠方から訪れた方もいらっ

しゃいました。 

 このほか、三沢市観光協会では、同協会の

ウェブサイトへのアクセスを分析しており、

閲覧数をはじめ、アクセスのあった地域、サ

イトの滞在時間等を可視化しております。 

 アフターコロナにおける観光需要の回復期

において、それらの基盤となる需要調査は欠

かすことのできないものであると認識してお

ります。来訪者に対する直接的なアンケート

調査はもちろんのこと、コロナ禍によって広

がりを見せたウェブサイトやＳＮＳを用いた

間接的な調査等も含め、当市の観光振興にお

ける次なる可能性を模索すべく取り組んでま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 久保田議員。 

○２番（久保田隆二君） それでは、１番か

ら順番に再質問させていただきたいと思いま

す。 

 まずは、１番の地域おこし協力隊の活用に

ついて、こちら再質問させていただきたいと

思うのですけれども。 

 この地域おこし協力隊というのは、移住し

たい人にとっては、かなり認知されている制

度ではないかと私自身思っていまして、この

制度を利用したいという方も、希望される方

も結構いらっしゃるのではないかなと思って

います。 

 私自身、今、議員１期目をやって、地域お

こし協力隊に関する問合せを過去に１件だけ

受けたことがあって、三沢市で地域おこし協

力隊をなぜやらないのですかというようなこ

とをお話として伺ったことがあります。担当

課のほうで把握している分で構わないのです

けれども、今までにこの地域おこし協力隊の

制度について、何か質問とか問合せとか要望

が来た実績などがあるのかどうか、もし来て

いたら、どのような内容だったのかというと

ころを再質問させていただきたいと思いま

す。 

○副議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） 再質問にお答え

申し上げます。 

 地域おこし協力隊に関する市への問合せ等

の件数という御質問だったと思います。残念

ながら、市への問合せというのは、現時点で

ゼロ件となってございます。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 久保田議員。 

○２番（久保田隆二君） 御答弁いただきま

して、ありがとうございます。ゼロ件という

ことで、ただ、これから、そういった地域お

こし協力隊も一つの移住施策になるのではな

いかと思っておりますので、前向きにこの制

度の導入を検討していただければと思ってお

ります。再々質問はございません。 

 次に、観光ＰＲのための調査についての再

質問をさせていただくのですけれども、こち

らに関しましては、今日、午前中に佐々木卓

也議員からも御質問に出ていたと思うのです

けれども、やはり科学的なアプローチといい

ますか、データに基づいたアプローチをして

いくべきというふうに私も考えていまして、

その中で、今おっしゃられたとおりに、国と

か県とか、あとは各施設ごとにアンケート調

査を取られているということで、大変すばら

しいと思っていまして、こういった結果を具

体的に施策として、やはり反映させていくべ

きだと思っているのですが、このようないわ

ゆる調査したデータを具体的にどのような物

事に生かしていっているのかどうか、ＰＤＣ

Ａでいうところの新しい行動にどうやってつ

なげていっているのかというところについ

て、再質問させていただきたいと思います。 

○副議長（加澤 明君） 経済部長。 

〇経済部長（坂岡敏行君） ただいまの調査
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結果をどのように活用しているのかという再

質問にお答えしたいと思います。 

 先ほど答弁でも申し上げたとおり、国土交

通省が行う宿泊旅行統計調査、あと、県が実

施している観光入込客統計、こちらは都道府

県間とか、あと、県内の人流の流れを示す

データだと思っておりまして、それを活用し

た施策は随時検討しております。 

 例えば、これまでのようなコロナ禍であれ

ば、その人流が低下しているということで、

マイクロツーリズム、こういった素材と言い

ますか、そういった観光客の素材として活用

してきております。 

 今後、データにはよりますけれども、恐ら

く人流というものは、増えているデータが今

後示されると思います。 

 また、インバウンド対策や、午前中も答弁

いたしましたけれども、ホテルなどの建設が

予定されておりますので、そういったものを

加えて、さらには、当市の観光施設、こちら

のアンケートやそういった御要望をしっかり

と把握して、ニーズ調査や今後の企画検討、

これに反映させていきたいと思っておりま

す。 

 また、様々、施設への要望なり、そういっ

たものも来ていると思いますので、利便性の

向上に向けてまた検討していきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 以上で、久保田隆

二議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 奥本菜保巳議員の登壇を願います。 

 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） 日本共産党、奥本

菜保巳でございます。市長、２期目就任おめ

でとうございます。私と市長は、政治的立場

が違います。とかく共産党というと、何でも

反対というレッテルを貼られておりますけれ

ども、私たちの基準は、市民のためになるか

どうか、それが判断です。市民のためになる

ことであれば、大いに賛同いたしますし、私

たちの判断で、市民の不利益になるというと

きには、厳しく対峙していきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、一般質問に入ります。有機フッ

素化合物、マイナンバー制度、物価高騰対

策、学校給食費無償化の４項目について、通

告順に質問をいたします。 

 まず第一の質問、有機フッ素化合物問題に

ついて伺います。昨年１月に米軍基地から有

害物質である有機フッ素化合物を含む消火シ

ステムの水が基地外に流出し、国と県、三沢

市が手分けし、定期的に水質調査を継続して

おります。 

 当該化合物については、昨年９月議会の一

般質問において有害性を指摘いたしました。

有機フッ素化合物の総称、ＰＦＡＳとは、４,

７３０種類あると言われています。水や油を

はじく、熱に強いなどの性質を持つため、ガ

ソリン火災用の泡消化剤とともに、工業用に

は半導体製造や金属加工、メッキなどに、生

活用品には、焦げ付かないフライパンや油が

染みないハンバーグの包装紙、化粧品、傘、

レインコート、靴、カーペットなど幅広く使

用されていました。ＰＦＡＳは、環境中で数

千年も分解されないことから、永遠の化学物

質とも呼ばれ、河川や海水、土壌中に存在し

続け、地下水や農作物を汚染するとともに、

プランクトンから魚、ウミバト、ホッキョク

グマなどへと生物濃縮していきます。人の血

液、母乳からも検出されています。 

 その有害性が明らかになるにつれ、国連の

条約で残留性有機汚染物質に関するストック

ホルム条約では、２００９年にＰＦＯＳ、２

０１９年にはＰＦＯＡの製造・保有・使用が

禁止されました。 

 ＰＦＡＳの毒性については、米国環境保護

庁（ＥＰＡ）による専門家の研究により、一

定レベルのＰＦＡＳにさらされると、様々な

健康被害の可能性が高くなることが指摘され

ています。生殖への影響、妊娠中の女性にお

ける生殖能力の低下、高血圧の増加、子供の

発達の遅れ、低出生体重児、骨の変化、がん
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のリスクの増加、前立腺がん、腎臓がん、コ

レステロール値の上昇、乳がん、甲状腺疾患

などの発症リスクが高くなるとされていま

す。 

 現在、東京の多摩地域や沖縄県などで有機

フッ素化合物による汚染が社会問題となって

います。当市でも、米軍基地での泡消化剤の

使用、そして、昨年１月に当該化合物の流出

が発生したことから、その影響を調査・研究

していく必要があると思います。 

 そこで、次の２点について伺います。 

 まず１点目として、当該化合物の濃度につ

いて５月に７回目の水質調査を行っています

が、毎回、数値の調査報告のみで、有害物質

の除去などの対策が講じられた報告がありま

せん。天狗森のため池では、７回の水質調査

で、全て暫定指定値を超えています。また、

今回は、米軍基地内の水質調査の報告もあり

ません。これらの影響についても、しっかり

と検証する必要があると思います。当市とし

て、今後の対応策についてどのようにされる

のか伺います。 

 次に２点目として、当市における水道水・

下水・汚泥などの水質確認について伺いま

す。 

 沖縄県では、２０１６年１月１９日、沖縄

企業局がＰＦＡＳ、ＰＦＯＡの汚染をはじめ

て公表し、沖縄県民約４５万人の飲み水が汚

染されていると報道がありました。沖縄県に

は、ＰＦＡＳを製造・使用する製造業がない

ことから、米軍嘉手納基地が汚染源となって

いる可能性が高いとしています。２０１９

年、嘉手納基地周辺の河川、井戸水で、高濃

度のＰＦＡＳが検出されたことにより、大き

な問題となり、様々な市民団体が国や県に対

し、原因究明と汚染除去などを求める要請を

行っているということです。また、市民団

体、有機フッ素化合物汚染から市民の命を守

る連絡会が独自に６市町村の住民３８７人の

血液検査を実施したところ、そのうち８０％

の住民に環境省が行った全国調査のＰＦＡＳ

の平均より高い数値であったことが判明した

ということです。 

 東京多摩地域でも、横田基地周辺の自治体

で沖縄と同じような当該化合物の汚染が問題

になっているそうです。当該化合物の汚染状

況から、令和２年から当該化合物を水質管理

目標設定項目にすると国が通達しています。 

 そこで、米軍基地を抱える三沢市としても

決して他人事ではないと思います。当市にお

ける水道水・下水・汚泥などの水質確認が必

要であると思います。当市における水質確認

状況を伺います。 

 次に、第二の質問、マイナンバー制度につ

いて伺います。 

 これまで、マイナンバーカードをめぐって

は、様々なトラブルが相次ぎ、マイナンバー

カードへの信頼が揺らいでいます。利便性ば

かりが協調され、リスクについて、ほとんど

説明がされていませんでした。 

 報告されたトラブルの事案には、次のよう

なことがあります。マイナ保険証で別人の医

療情報が表示された、公金受取口座に別人の

口座を誤って登録、マイナポイントを別人に

付与、マイナポータルで他人の年金情報が閲

覧、マイナンバーカードと一体化した健康保

険証、いわゆるマイナ保険証に誤って別人の

情報がひも付けされた。また、患者の保険資

格が確認できず、窓口で医療費１０割を負担

した。様々なトラブルが次々に報告されてい

ます。 

 国は、マイナンバーカードを普及させるた

めに、期限をつけてマイナポイント２万円と

いう特典で申請をせかし、昨年６月時点で

は、５万９,０５０万件だった申請件数が、今

年３月末時点で９,６１４万件と人口の７６.

３％まで普及したということです。一気に申

請が増え、マイナンバーカードを使ったサー

ビス利用も増えてきました。 

 しかし、カードの番号を調べて、手入力を

する作業であるため、人手が足りず、入力ミ

スによるトラブルが原因の一つに挙げられて

います。作業に当たる現場の状況をしっかり

と確認しないまま、机上でのスケジュールで
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突き進んだことがトラブルを引き起こしたと

思います。連日のトラブルの報告により、マ

イナンバーカードに対する不安の声が広がっ

ています。 

 そこで、次の２点について伺います。 

 １点目として、当市におけるマイナンバー

カードの申請者数とカードの利用状況はどう

なっているのかお答えいただきます。 

 次に、２点目として、これまでのトラブル

の事例を受けて、市民が利用したときに市民

に不利益が起こらないようトラブル防止の取

組が必要不可欠です。そこで、当市のトラブ

ル防止対策について伺います。 

 続きまして、第三の質問、物価高騰対策に

ついて伺います。 

 物価高騰対策の１点目、当市における事業

計画について伺います。現在も様々な食料品

の値上げが続いています。国から電気料金へ

の補助金が今年９月分までの１０月支払分ま

では支給されますが、東北電力は６月分から

値上げ幅を圧縮したとしながらも、値上げを

実施しています。また、多くの原材料を輸入

に頼る日本において、円安が続いている影響

も追い打ちをかけています。 

 このような事態を受けて、多くの家庭、あ

らゆる産業での事業者、学生が経済的に痛手

を負っています。 

 そこで、国は、電力、ガス、食料品等価格

高騰重点支援地方交付金事業に、２０２２年

度予算の予備費から１兆２,０００億円を増額

して、県や地方自治体に割り当てています。

そのうちの５,０００億円は、物価高騰の負担

感が大きい低所得者への負担軽減として、１

世帯３万円を支給するとし、残り７,０００億

円は、生活者・事業者支援に割り当てるとし

ています。 

 これを受けて、各自治体が物価高騰・エネ

ルギー高騰への支援策を様々打ち出していま

す。十和田市では、全市民を対象に５,０００

円分の商品券を支給するとのことです。ま

た、野辺地町では住民税、非課税ではなく、

住民税課税世帯にも現金２万円を支給すると

しています。ちなみに余談ですが、野辺地町

では、マイナンバーカードの公金受取口座は

活用しないというお話でした。 

 このように各自治体で、それぞれ支援策を

打ち出しているところですが、三沢市として

物価高騰対策の事業計画は、どのようになっ

ているのか伺いたいと思います。 

 次に、物価高騰対策の２点目として、水道

料金の基本料金の無料化が大変好評であった

ことから、再度実施すべきではないかと思い

ます。広範な市民が恩恵を受ける事業である

ことから、提案したいと思いました。当市の

見解を伺います。 

 次に、第四の質問、学校給食費の無償化に

ついて伺います。学校給食の無償化について

の質問は、今回で２度目の挑戦になります。

満を持して質問させていただきます。 

 岸田首相が鳴り物入りで、異次元の少子化

対策と銘打ったものの、統一地方選挙が終わ

るとトーンダウンし、１２月まで先延ばしに

しています。その子育て支援のメニューの中

には、学校給食費の無償化が含まれておりま

した。また、宮下県知事もマニフェストに子

育て支援策の充実を掲げており、給食費の無

償化についても、県内市町村と連携して実現

したい意向を表明しています。小檜山市長の

今期のマニフェストには、給食費の無償化の

文言がありませんでした。不審に思いました

が、後日、新聞報道によると、宮下県知事が

進める学校給食費の無償化に対して、市長は

負担に応じるとの回答でした。 

 しかし、国や県も無償化には前向きです

が、現在の状況からはその見通しが不透明と

なっています。お隣のおいらせ町では、既に

学校給食費の無償化が実施されており、継続

されています。このこともおいらせ町の人口

が増加している要因の一つであると思いま

す。 

 やはり、国・県の動向待ちではなく、三沢

市が先導して、消極的な自治体も無償化に踏

み切るような機運を醸成していくべきではな

いでしょうか。物価高で苦しむ子育て世帯へ
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の支援につなげるべく学校給食の無償化に踏

み切るべきと思います。当市の見解を伺いま

す。 

 以上で、私の壇上での一般質問を終わりま

す。 

○副議長（加澤 明君） ただいまの奥本菜

保巳議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの奥本議

員御質問の物価高騰対策についての第１点

目、物価エネルギー価格高騰対策における当

市の事業計画については私から、そのほかに

つきましては、担当部長からお答えをさせま

すので、御了承願いたいと存じます。 

 今般のエネルギー価格をはじめとする様々

な原材料や生活必需品など各種物価の高騰

は、市民の生活に多大なる影響を与えており

ます。本年５月の全国消費者物価指数では、

昨年より３.２％上昇、特に、生鮮食品を除く

食料は９.２％の上昇となり、４７年ぶりの上

げ幅になっております。 

 このような状況を受け、当市では、市民の

方々への生活支援並びに経済支援を目的に今

定例会に提出しました一般会計補正予算にお

いて、国の地方創生臨時交付金などを活用し

た３点の支援策を計上させていただきまし

た。 

 まず１点目は、本年５月に専決処分しまし

た一般会計補正予算（第１号）における低所

得者世帯への緊急支援であります。各種物価

高騰に直面し、特に大きな影響を受ける住民

税非課税世帯に１世帯当たり３万円の給付金

支給を予定しております。 

 ２点目は、子育て世帯への生活支援であり

ます。本年５月に専決処分しました一般会計

補正予算（第１号）における国の低所得の子

育て世帯生活支援特別給付金に加え、県独自

の補助事業により、独り親世帯など低所得世

帯の児童一人当たり国と同額の５万円の給付

金支給を予定しております。 

 ３点目として、全市民を対象とした物価高

騰生活支援プレミアム券事業であります。こ

の事業は、昨年度実施したプレミアム券事業

と同様に、１万円の支払で１万５,０００円分

が利用可能な物価高騰生活支援プレミアム券

を発行する事業であり、市民に対する生活支

援に合わせ、市内各事業者への経済支援が図

られることを期待しております。 

 今後におきましても、物価高騰を含めた昨

今の経済情勢は、いまだに不透明な状況にあ

ることから、各種物価の推移や社会情勢、そ

して国・県の動向についても見極めつつ、そ

の状況に応じた支援策等について引き続き検

討してまいりたいと考えております。 

 私からは、以上であります。 

○副議長（加澤 明君） 上下水道部長。 

○上下水道部長（沼辺慎也君） 物価高騰対

策についての第２点目、水道基本料金の無料

化についてお答えいたします。 

 当市では、令和４年度において、新型コロ

ナウイルス感染症の影響による市民の経済的

負担を軽減することを目的として、水道料金

のうち、基本料金の無料化をする水道料金負

担軽減事業を実施いたしました。この事業

は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を活用したもので、当市から

水道の供給を受けている官公庁等を除く、全

ての契約者約１万９,８００件を対象に２か月

間水道料金の基本料金を免除したところであ

ります。市民の経済負担を軽減する一助に

なったものと考えております。 

 御質問の水道基本料金無料化の再実施につ

きましては、依然として市民生活に直結する

光熱費や食料品等の物価の動向が先行き不透

明な状況となっておりますことから、今後も

国・県の動向や社会情勢を注視しながら、関

係部局と協議してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（蹴揚光昭君） マイナンバー制

度についての御質問の第１点目、現在のマイ

ナンバーカードの申請者数とカード利用状況
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についてお答えいたします。 

 マイナンバーカードは、身分証明書として

利用できるほか、電子的な本人確認の機能を

有していることから、国や市町村のオンライ

ン手続における本人確認や健康保険証の代替

としての利用、さらには、民間事業者のセ

キュリティーシステムに利用されるなど、幅

広く活用されているカードであります。 

 当市におけるマイナンバーカードの申請者

数でありますが、令和５年５月３１日現在で

申請者数は３万２,９４０名、申請率は８５.

０％となっております。 

 次に、当市におけるカード利用状況につい

てでありますが、オンライン申請システムに

おいてマイナンバーカードによる本人確認を

行っている手続は、児童手当や保育など子育

てに関するものが１５、要介護認定や給付な

ど介護に関するものが１１あり、これに市立

三沢病院受診時における保険証としての利用

を加えますと、２７の手続でマイナンバー

カードを利用することができます。また、運

用開始以降の利用実績は、オンライン申請が

１４件、市立三沢病院での保険証としての利

用実績が４２０件の計４３４件となっており

ます。 

 次に、御質問の第２点目、トラブル防止に

向けた当市の対策についてお答えいたしま

す。 

 全国各地でマイナンバーカードに他人の口

座や保険証情報が登録されたという事象が発

生しておりますが、当市では、マイナポイン

トの申込支援やマイナンバーカードの交付に

つきましては、国の示した手順にのっとり、

適正に対応しているところであり、現時点ま

で誤登録などの事象は確認されておりませ

ん。 

 市役所ロビーに設置している支援窓口で

は、御自分でインターネットでの申込ができ

ない方に対し、操作の補助を行っております

が、誤登録防止のためのログアウトの徹底や

登録した内容の再確認を行うなど、事故防止

の対策は徹底して行っているところでありま

す。また、マイナンバーカードへの保険証や

口座への登録を御自分のパソコンやスマート

フォン等で行った方が不安を感じ、登録情報

の事後確認にいらした場合であっても、支援

窓口において対応させていただいているとこ

ろであります。 

 今後におきましても、マイナンバーカード

やポイント取得に不安を感じる方に対しまし

ては、支援窓口において対応していくととも

に、必要に応じて、広報みさわやホームペー

ジ等を活用しながらトラブル防止について注

意喚起を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 有機フッ素

化合物問題についての第１点目、米軍基地か

らの有害物質であるフッ素化合物の流出に伴

う調査の状況と今後の対応についてお答えい

たします。 

 令和４年１月に発生した米軍三沢基地にお

ける有機フッ素化合物を含む水の流出事案に

対して、これまで当市では、国土交通省及び

青森県と連携し、それぞれ天狗森ため池、小

川原湖及び姉沼において有機フッ素化合物の

一種であるＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの水質調査

を実施してまいりました。実施期間及び実施

回数につきましては、令和４年１月から令和

５年５月までの期間において、計７回実施し

ており、調査結果は、小川原湖、姉沼では環

境省の暫定目標値の１リットル当たり５０ナ

ノグラムを超えておりませんが、天狗森ため

池では暫定目標値を超える結果となっており

ます。また、米軍が実施した三沢基地内にお

けるＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの水質調査につき

ましては、令和４年６月時点で排水処理施設

エリアでは、入口部分が１,１２５ナノグラ

ム、出口部分が４６.２ナノグラム、施設区域

内のため池エリアでは、入口部分が４６.２ナ

ノグラム、出口部分が８１.５ナノグラムと

なっており、２地点において暫定目標値を超

える結果となっております。 
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 今後の対応といたしましては、ＰＦＯＳ及

びＰＦＯＡは、分解することが難しい物質で

あるため、長期的に環境に残留するものと考

えられており、国をはじめとする研究機関な

どにおいて、効率的な除去方法の技術開発を

行っている状況にありますので、その情報収

集に努めてまいります。また、環境省から出

されているＰＦＯＳ及びＰＦＯＡに関する対

応の手引きで、「暫定目標値を超えて検出さ

れた地域においては、濃度の経年的な推移を

把握することが望ましい。」と示されている

ことから、引き続き国土交通省及び青森県と

協議しながら、監視調査を実施してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 上下水道部長。 

○上下水道部長（沼辺慎也君） 有機フッ素

化合物問題についての第２点目、当市におけ

る水道水、下水、汚泥などの有機フッ素化合

物に対する市の水質確認の状況についてお答

えいたします。 

 水道水につきましては、令和２年３月、水

質基準に関する省令の一部改正により、有機

フッ素化合物が水質管理目標設定項目へ変更

となったことから、水道法で定められた水質

検査に加え、有機フッ素化合物の水質検査を

市内全４か所の配水場において実施いたしま

した。 

 その結果、１か所の配水場において、国の

定めた暫定目標値１リットル当たり５０ナノ

グラムを下回る３ナノグラムが検出されてお

ります。 

 また、下水道浄化センターから排出される

汚水・汚泥につきましては、下水道法等に定

められた測定項目に準じて検査を実施してお

りますが、有機フッ素化合物については、法

律に定められていないことから、実施いたし

ておりません。 

 今後につきましては、国・県の動向を注視

しながら、必要に応じて検査を実施してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 教育部長。 

○教育部長（田辺正英君） 学校給食費無償

化についてお答えいたします。 

 当市の学校給食費無償化への取組は、教育

委員会におきまして段階的な給食費無償化の

検討を重ねてきた中で、学校教育法に基づく

要保護・準要保護世帯に対する補助のほか、

保護者世帯の所得超過により認定基準に満た

ない世帯についても、学校給食費のみ援助費

として支給する拡充策を講じるなど、段階的

無償化の実施に努めてきております。 

 他方、６月１３日に政府が閣議決定した

「こども未来戦略方針」においては、学校給

食費無償化の実現に向けて、実施自治体の取

組状況や課題等の調査を行った上で、具体的

方策を決定するとしております。また、６月

２９日に就任された宮下青森県知事も医療費

や保育料、給食費等については、市町村と連

携し、段階的な無償化をするというように明

言をしております。 

 このようなことから、今後の国や県の動向

についても注視をしながら、継続的な財源も

含めたシミュレーションと検討を行い、段階

的な無償化の継続拡充を図ってまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。 

 それでは、質問順に再質問させていただき

たいと思います。 

 まずは、有機フッ素化合物の問題なのです

けれども、これは本当に沖縄、それと東京多

摩地域は本当に深刻な問題になっていて、周

辺住民の血液から高濃度の有機フッ素化合物

が検出されているということで、環境省、

今、先ほどの答弁にありました国土交通省と

の連携はあるようなのですが、この環境省、

このＰＦＡＳに対する総合戦略検討専門家会

議ということで、大変主要な課題の一つとし

て取り組むと、これから様々、知見とか調査

していくのだと思うのですけれども、三沢市
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としての、先ほど県と国と連携しながら除去

方法等を調査していくということだったので

すけれども。今回、今、答弁の中には、米軍

基地内がなかったのです。米軍基地内の、こ

れはまだ決定的ではありませんけれども、や

はり、その汚染源となるのがこういうふうに

言われているわけですけれども、その調査、

汚染の調査、除去、こういった中の問題、そ

れから、泡消化剤、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの代

替の消化剤、これに対して変更するというよ

うな、そういったことも必要だと思うのです

けれども、その調査についてはいかがお考え

でしょうか。 

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答え申し上げます。 

 まず、基地内での原因となった泡消化剤に

つきましては、昨年の１１月、令和４年１１

月にＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが含まれない新たな

消化剤のほうへ、まずは切替えを行っている

状況でございます。 

 そして、そのサンプリング調査でございま

したけれども、三沢市で把握している状況と

しては、令和４年の６月というのが最新でご

ざいますけれども、国ではお知らせできる情

報があれば提供するというようなことでござ

いましたので、基地の外の水質調査の推移を

見ながら、必要に応じて情報提供を求めてま

いりたいと考えてございます。 

 それから、米軍基地の流出した有害物質の

除去等につきましては、基地から流出した有

害物質の除去については、まず基地内での対

応が肝要であると考えておりますので、米軍

側に対して、これまでも要請はしてきており

ますけれども、今後も状況を見ながら適切に

対処してまいりたいと、このように考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） ありがとうござい

ました。ぜひ、今のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの代

替の消化剤ということなのですけれども、そ

れに対しては、今、言われているのが、ＰＦ

ＨｘＳというものを代替に対応しているとい

うふうなことも言われていまして、実は、こ

れも有害だというふうに今、言われていま

す。 

 ですから、その辺の確認も含めて、再度徹

底的に調査をしていただきたいと思います。 

 次に、有機フッ素化合物のほうの２点目の

再質問になります。 

 水道水、今、４か所調査しているというこ

とでしたけれども、これは、やはり３ナノグ

ラムで問題ないという、基準値を下回ってい

るという報告だったと思うのですけれども、

日本では、ＰＦＯＳの研究が大変遅れていま

して、アメリカでは、もう既に様々研究が進

んでおりまして、今、アメリカの環境保護庁

（ＥＰＡ）では、さらに厳しい規制を行って

いるのです。１リットル当たり５０ナノグラ

ムというふうに決めていたのですけれども、

これもアメリカを参考にして決めた規制値と

言われていまして、さらにアメリカは、厳し

く法的拘束力のある規定値、１リットル当た

り４ナノグラムなのですけれども、これは２

０２２年、この健康被害に遭うということ

で、これは水道水です、ＰＦＯＳは１リット

ル中０.０２ナノグラム、ＰＦＯＡは１リット

ル中０.００４ナノグラムを基準にするという

ような大変厳しい規制を今、法的な拘束力の

あるものに変えようとしております。 

 ですので、今、３ナノグラムということ

で、まず問題ありませんということなのです

けれども、例えば、ＰＦＯＳ汚染が深刻な沖

縄県、これはしっかりとホームページで、今

回調査した地域、三沢で言えば４か所ですけ

れども、それをきちんとホームページでこの

検出確認を報告しているわけです。 

 今回、横浜市なのですけれども、横浜市

は、平成２３年度から市内の３浄水場におけ

る水道水、水道原水の有機フッ素化合物の測

定をしています。ここも、基準値を下回って

いるのですけれども、令和４年度からは、目
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標値がまだ設定されていない、先ほども申し

上げましたが、ＰＦＨｘＳ、これも測定をし

ています。そして、随時、横浜市として検出

結果を報告しております。それで、市民の皆

さんに安心を提供しているのです。これを三

沢市としても、ぜひやるべきだと思うのです

けれども、いかがでしょうか。 

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 上下水道部長。 

○上下水道部長（沼辺慎也君） ただいまの

再質問についてお答えいたします。 

 現在、ＰＦＯＳ、有機フッ素化合物の調査

につきましても、県の水質管理検査の基準に

基づいて実施している状況にありますので、

県と相談した上で、方向性を決めたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。県と相談しなくても、市民の

命、安心・安全な水を守るために、ぜひとも

積極的にホームページを立ち上げて、市民に

この今の基準値、それを報告するようにして

いただきたいと思います。それが、市民の安

心につながります。これは、ぜひやっていた

だきたいと思います。 

 次に、マイナンバー制度についての質問

で、再質問させていただきたいと思います。 

 先ほど、答弁の中に、かなり申請者数が増

えているなと思いました。利用されている方

もいらっしゃる、とりあえずトラブルの確認

はないということだったのですけれども、今

現在、要するにトラブルが少ないというの

は、利用されている方が少ないと、これは確

認するのに自分で使ってみないとどういうふ

うに出るのか分からないですし、自分のマイ

ナンバーが、例えば、閲覧されているかもし

れない、そういったことは、なかなかトラブ

ルというのは見つからないわけですよね、ト

ラブルを受けた人が申告して発覚するわけ

で。そういった意味で、しっかりとトラブル

防止策をしていただきたいと思うのですけれ

ども。やはり、今一番問題だなと思っている

のは、先般の国会で、来年の秋を目指して、

現在の保険証を廃止して、マイナンバーカー

ドに一本化するということはもう決まりまし

た。しかしながら、マイナンバーカードを保

険証代わりに利用しているというのは、全国

的に４％程度なのだそうです。それでも、ト

ラブルが多発している。カードリーダーにマ

イナンバーカードを差し込んで、資格確認を

するわけですけれども、読み取れない、資格

情報がありませんというふうになると、窓口

負担が１０割負担になります。子供の医療費

も窓口で支払いが発生する、高額療養費も使

えなくなる、高額な支払いが生じるというこ

とになるわけです。カードリーダーにシステ

ム障害が起こった場合、あと、転職して保険

の種類が変わったときのタイムラグ、これは

無保険になります。保険者も被保険者も、医

療現場も本当に混乱して、さらに手間がかか

り、この医療現場の作業の負担がかなり重く

なるというふうに言われています。 

 今、河野大臣、一生懸命弁明されているの

ですけれども、私は、河野大臣が弁明してい

るときに、小檜山市長の言葉を思い出しまし

た。急ぐものには魔物がどうとかという話で

すけれども、それを思わず思い出しましたけ

れども、それでやはり今、あまりにも見切り

発車のままスタートしているのではないかな

というふうな印象を受けておりまして、こ

れ、ぜひ、現在使っている保険証、これを廃

止しないでほしいと、返納される方たちも増

えてきているということですけれども、こう

いう声を挙げる、自治体からも声を挙げる必

要があると思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

○副議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（蹴揚光昭君） 再質問について

お答えいたします。 

 マイナンバーカードに対する国民の不信感

が高まっていることは承知しております。ま

た、現在、国においてマイナンバーの総点検

を今年の秋までに終わらせるということとし
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ておりますので、そちらの状況をまずは確認

してみたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） 総点検も今、問題

になっているのです。それで、職員が大変に

なるのです。いろいろな保険者の方々、そし

て、特に病院が大変になるというふうに言わ

れているのです。今も結局、そういうトラブ

ルが多いので、病院に行くときは保険証を

持っていってくださいと政府は言っているわ

けです。どんどんこれがひも付けされていっ

たときに、もっともっとトラブルが増えると

いうふうになって、大変な問題が、混乱があ

るというふうに言われているのです。ですか

ら、今、この保険証を廃止しないでほしいと

いうような運動も広がってきております。 

 そういった中で、自治体でも職員が作業を

するわけです。人手が足りないのです。どう

したって、いろいろな、転居のときはどうす

るのかとか、様々出てくるのです。診療報酬

を、子供の医療費が無料だったということ

で、診療報酬がありますよね、そういう手続

だって、保険者のほうから来て、それも手続

をいろいろやらなければならない。本当に

ひっ迫するのだと思うのです。 

 ですから、冷静に国のやっていることをそ

のまま頑張るのもいいのですけれども、少し

立ち止まって、ここからも声を挙げていく必

要があると思うのです。高齢者の人は特に命

に関わる問題ですから、これを真摯に受け止

めて、しっかりと対応を取っていただきたい

と思います。 

 次に、学校給食の無償化について再質問さ

せていただきます。 

 これまで東北町もおいらせ町も学校給食の

無償化、それから七戸町も青森市もやってい

ます。そのような中で、私も何回も無償化を

やってくださいと提案しているのですけれど

も、財源の問題があるのだろうというふうに

思うのです。 

 そこで、やはり東北町が再編交付金、基地

交付金、補助金を活用しています。何でも基

地交付金に頼るということは、私はいいこと

だと思っていませんが、現に来ているこの補

助金、これを子ども・子育てのために、教育

のために使うというのは、もう最優先事項だ

と思うのです。その中で、補助金を活用する

岩国でも基地交付金を活用して実施していま

す。なんで基地交付金があるのに、三沢はで

きないのかと、その辺についてお伺いしたい

のですけれども。 

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 財務部長。 

○財務部長（吉村聖毅君） 再質問にお答え

いたします。 

 他の自治体において、防衛省の特定防衛施

設周辺整備調整交付金等、いわゆる９条交付

金等を学校給食費の無償化の財源として使っ

ているという事例もありますので、この９条

交付金等を活用することは可能だというふう

には考えております。 

 しかしながら、現時点では、当市において

この９条交付金等は道路やそういった生活イ

ンフラの整備から、医療費の給付などソフト

事業まで幅広い事務事業の貴重な財源となっ

ておりまして、計画的に活用しておりますの

で、にわかに、この学校給食費の無償化の財

源に充てるとなると、こういった他の事業へ

の多大な影響が懸念されますので、そういっ

たことで、当市といたしましては、現在、先

ほどの答弁でもありましたけれども、国や県

において、学校給食費の無償化が検討されて

おりますので、今後の国や県の動向を注視す

るとともに、市がこういったことを単独で行

わなければならないといった場合には、この

９条交付金等の活用も選択肢の一つとして、

財源の検討をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上であります。 

○副議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） それでは、再々質

問させていただきたいと思います。 

 今のお話を聞いたときに、インフラ整備、
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大変重要な、市民にとって大切な事業という

のはほかにもたくさんあると思うのです。で

すけれども、やはり、ほかのところでも同じ

ようにインフラ整備ですとか、様々大事な事

業をやっているわけです。なぜ優先事項が違

うのか、最優先の事業が違うのかなというふ

うに思ったときに、やはり、私は長年の箱物

行政のつけが今、来ているのだろうなという

ふうに感じております。しっかりとその見直

しも含めて、財源確保、しっかりと取ってい

ただければと思います。 

 その中で、宮下県知事も小檜山市長も段階

的に無償化を進めるというふうに言われてお

ります。前に質問したときにも、段階的に無

償化を進めて、今は就学援助制度の給食費の

所得制限のところ、所得の、そこを緩和した

ということなのですけれども。それからまた

段階ですから、一段階、二段階、三段階とあ

るわけです、一段階だけでは段階とは言いま

せんので、次の段階、これは時期的にも内容

的にも、今、どういうふうに市のほうでは検

証し、実行に移そうとしているのか教えてく

ださい。 

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 教育部長。 

○教育部長（田辺正英君） それでは、再々

質問にお答えいたします。 

 給食費負担に係る支援制度について、次の

段階的な措置という御質問かと思いますが、

教育委員会といたしましては、次の段階的な

ものとして、多子家族の経済的負担の軽減に

ついてを考えているところでございます。 

 県内では、弘前市が小中学生が３人以上い

る世帯に対し、３人目以降の学校給食費を半

額助成する制度を設けております。そのこと

からも、弘前市の制度を参考といたしまし

て、さらに当市の支援対象の幅を広げるべく

現在、多子家族の学校給食費助成に係るシ

ミュレーションや制度創設について検討をし

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 以上で、奥本菜保

巳議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 澤口正義議員の登壇を願います。 

 澤口議員。 

○１０番（澤口正義君） 本日、最後となり

ます１０番澤口正義でございます。通告に従

いまして、市政に対する一般質問をいたしま

す。 

 質問を行う前に、議長のお許しをいただ

き、本年５月２８日に告示された三沢市長選

挙において、２期目の当選を果たされました

小檜山市長に心からお祝いとお喜びを申し上

げます。無投票での当選について巷間、いろ

いろな声がありますが、私は小檜山吉紀氏の

市議会議員２期、県議会議員３期、そして、

市長１期の政治経歴とその実績が市民から俯

瞰的に評価され、信任された結果であり、ま

た同時に、背負うその責任と期待には大きな

ものがあると思うところであります。地方自

治体を取り巻く昨今の環境は、自治体の存立

の根幹に関わる極めて深刻な人口減少問題を

始め、当市特有の基地が所在するが故に、派

生する諸問題と課題を抱えております。 

 また、新型コロナウイルス感染症下によ

り、疲弊した経済の立て直し、さらに、ロシ

アによるウクライナ侵攻に起因する急激な物

価高騰など、日々の市民生活に直結する様々

な課題が山積しております。どうか小檜山市

長におかれましては、健康に十分留意され、

市政発展に全力で邁進されますよう心から願

うものであります。 

 それでは、通告に従い、順を追ってお伺い

いたします。 

 まず、三沢空港第２駐車場の早期整備と今

後の空港利用促進対策についてお伺いいたし

ます。 

 三沢空港の今後の振興に大きな影響を及ぼ

すだろう当面の課題は、三沢－羽田線４便化

定着へ向けて、国土交通省が実施する羽田発

着政策コンテスト枠をなんとしても勝ち取る

ことでありました。新型コロナウイルス感染

症下により、実施期間が延期されるなど紆余
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曲折がありましたが、去る４月２１日にその

結果が発表され、１日４便枠が令和７年３月

２９日まで継続される決定がなされました。

これまで小檜山市長を先頭に、関係機関及び

団体等が一丸となり、取り組まれた結果であ

ろうと思うところであります。 

 私は、この決定を喜ぶと同時に慎重に受け

止めております。それは、先ほど申し上げた

とおり、期間が限定されていること。また、

期間終了後の方針が何も示されていないこと

です。何よりも、利用実績が悪化した場合

は、当然のこととして減便されることは、こ

れまでの経験から学んでいるところでありま

す。 

 このようなことから、今回の決定はゴール

ではなく、新たなスタートであるという認識

に立つべきではないでしょうか。その上で、

三沢－羽田線４便運航はもちろん、三沢－大

阪伊丹線、三沢－札幌丘珠線を維持するため

のさらなる利用促進に取り組むことが重要で

あります。 

 このことを踏まえて、次の２点についてお

伺いいたします。 

 １点目は、三沢空港第２駐車場の早期整備

計画についてであります。私は、令和元年１

２月定例市議会において、この件について取

り上げ、一般質問を行いました。その際の市

長答弁の要旨は、利便性及び安全性向上のた

め、アスファルト舗装及び照明の整備が必要

なほか、隣接する第１駐車場及び空港ターミ

ナルまでの移動の連続性を確保するための一

体的な整備が必要であると明言されました。 

 あれから３年以上が経過し、いささか時間

を要した感は否めないところではあります

が、令和５年度当初予算案に三沢空港駐車場

整備事業基本計画作成業務委託料が計上され

ましたが、この業務委託事業の概要及びこれ

を踏まえた次年度以降の事業計画並びに当該

事業の完成時期についてお伺いいたします。 

 ２点目として、今後の空港利用促進対策に

ついてお伺いいたします。 

 先ほど述べたとおり、今後も三沢－羽田線

４便運行、三沢－大阪伊丹線、三沢－札幌丘

珠線の維持のためには、これまで以上に各種

空港利用促進対策が求められるところであり

ますが、今後の計画等についてお伺いいたし

ます。 

 次に、国際交流事業についてお伺いいたし

ます。 

 私は、当市を訪れた市外や県外の友人や知

人から、「三沢の街は垢抜けているね。」、

「なんだか外国に来たみたい。」などと感想

を聞くことがあります。この議場にいらっ

しゃる方々も、同様の経験をされているので

はないでしょうか。このような感想が発せら

れる背景には、米軍基地が所在することによ

る様々なイベントや文化・経済等の交流はも

ちろんのこと、当市と姉妹都市関係にあるア

メリカワシントン州にあるウェナッチバレー

との交流が大いに関係しているものと考えて

おります。 

 御承知のとおり、１９８１年にアメリカワ

シントン州ウェナッチ市と、２００１年に同

東ウェナッチ市と姉妹都市協定を締結以降、

市と姉妹都市委員会が主体となり、姉妹都市

交流を行っており、これまで、使節団員とし

て３００名以上の中高生が大使として派遣さ

れました。 

 この交流事業は、ホームステイや各種活動

を通じた異文化理解と国際感覚豊かな人材育

成に大きく寄与しており、大使として参加し

た学生の中には、ウェナッチ市にあるウェ

ナッチバレーカレッジ等、アメリカまたは海

外大学への留学、また、英語力を活用する職

業に従事するなど多方面で活躍されている

方々がいると伺っております。グローバル化

が進展する中において、当市の姉妹都市交流

は非常によい取組であり、今後も継続してい

くべきと考えております。 

 一方で、当市では、市民団体が行っている

国際交流活動があります。一つは、三沢市立

第五中学校と台北市立天母国民中学との交流

事業です。第五中学校の国際交流事業に賛同

する地域住民及び保護者等で組織する団体の
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協力のもと、平成１３年１２月に姉妹校締結

以降、２０年以上にわたり相互訪問を行い、

これまで４４０名がホームステイを通じて地

域の方々との交流を行っていると伺っており

ます。 

 いま一つは、公益財団法人三沢柔道協会と

フランスのラ・マンシュ県柔道委員会との交

流事業です。この交流事業は、平成１１年に

日本原燃株式会社の仲介と支援により、フラ

ンスのラ・マンシュ県から柔道愛好家約３０

名が来日して以降、２０年以上にわたり、

ホームステイ、柔道大会参加、学校訪問、文

化交流等を主とした相互訪問を行っておりま

す。 

 とりわけ、以前のフランス訪問時に行った

日本舞踊、琴演奏、そして、岡三沢神楽の披

露と体験会では、初めて触れる日本の文化の

数々に大きな歓声が送られていました。 

 重ねて申し上げますが、今後、ますますグ

ローバル化の進展により、広い視野を備えた

人材の育成が重要であり、このような官民が

行う国際交流事業は、次代を担う人材育成は

もちろんのこと、共生社会の推進にもつなが

るものと考えます。また、国際文化都市を目

指す当市は、多くの国々との交流を行うこと

により、まちの魅力をさらに高めることにも

つながるのではないでしょうか。 

 これらを踏まえた上で、次の２点について

お伺いいたします。 

 １点目でありますが、先ほど取り上げた二

つの民間団体が主体となり、長年にわたり行

われている国際交流事業に対し、市当局で

は、どのような評価をされているのでしょう

か。 

 ２点目は、民間団体による国際交流は、基

本的には多くのボランティアと一部の賛同す

る支援者によって支えられていますが、その

中には、様々な課題が山積しており、とりわ

け通訳者とホストファミリーの確保が大きな

課題となっております。民間団体にとって、

通訳者の確保と使節団滞在中のホストファミ

リーの負担は、多大なものがあり、このこと

は、ウェナッチバレー姉妹都市交流事業にも

共通している課題かと考えます。 

 そこで、通訳者の確保と派遣に必要な仕組

みづくりと支援の在り方、また、ホストファ

ミリーの確保について広く市民の意見を聞き

ながら、負担の少ない受入れ体制づくりが重

要かと考えますが、市当局のお考えを伺いま

す。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○副議長（加澤 明君） ただいまの澤口正

義議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの澤口議

員御質問の三沢空港問題の三沢空港第２駐車

場整備計画についての第２点目、今後の空港

利用促進対策については私から、そのほかに

つきましては政策部長からお答えをさせます

ので御了承願いたいと存じます。 

 御承知のとおり、東京羽田線の４便化につ

きましては、羽田発着枠政策コンテストの評

価結果により、令和７年３月２９日までの継

続が決定いたしました。現時点では、国から

次回の政策コンテストに関する発表はありま

せんが、次回の募集は、令和６年度中になる

と見込まれることから、引き続き４便化の定

着に向けて青森県及び日本航空株式会社とと

もに、関係機関の協力を得ながら利用促進に

取り組んでいく必要があります。 

 御質問の今後の空港利用促進対策について

ですが、東京羽田線だけではなく、大阪伊丹

線や札幌丘珠線も含めまして、旅行会社に対

する旅行商品造成支援やビジネス利用促進の

ための企業等への訪問活動、各種プロモー

ション活動の実施、そして、連絡バスやタク

シーなど２次交通の充実を図ることとしてお

り、今後とも三沢空港のさらなる利用促進と

利便性向上に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 私からは、以上であります。 

○副議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） 三沢空港問題の
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三沢空港第２駐車場の整備計画についての第

１点目、駐車場整備基本計画の概要と次年度

以降の計画並びに完成時期についてお答えい

たします。 

 三沢空港の駐車場につきましては、特に

ゴールデンウィークやお盆、お正月など繁忙

期には、国の第１駐車場及び市有地の第２駐

車場ともに満車となるため、隣接の三沢市民

運動広場野球場等に臨時駐車場を設置して対

応するなど駐車場が不足する状況にございま

す。 

 さらに、第２駐車場は、照明施設が少ない

ため、夜間は暗く、また、砂利敷きのため手

荷物を持つ利用者にとっては、不便であり、

ターミナルビルまでの歩行者の動線について

もユニバーサルデザインの観点から課題がご

ざいます。 

 これらを解消するため、今年度、三沢空港

駐車場整備基本計画策定業務を予算化したと

ころでございます。当該基本計画の概要につ

きましては、駐車場の整備内容といたしまし

ては、車両及び歩行者が信号機付き交差点を

迂回することなく空港ターミナルと直接接続

できるよう、駐車場間の連続性を確保しつ

つ、歩行者動線の段差解消や照明施設整備な

ど盛り込んでおり、また、第１駐車場との高

低差の解消のための方法や費用などの経済比

較等を盛り込む予定としてございます。 

 次年度以降の計画及び完成時期についてで

すが、令和６年度は実施設計を行い、順次工

事に入る予定としておりますが、国において

も第１駐車場のバリアフリー化整備が予定さ

れているとのことでありますので、連続性の

観点から、今後、接続する部分について、国

と調整する必要がございますため、完成時期

につきましては、現時点では、明確にお答え

できない段階でございます。 

 いずれにいたしましても、空港利用者の利

便性向上のため、早期着工及び完成に向け、

駐車場整備を進めてまいります。 

 次に、国際交流事業問題の民間団体が行う

交流事業についての第１点目、長年にわた

り、民間団体により行われている国際交流事

業についての評価についてお答えいたしま

す。 

 第五中学校と台北市立天母国民中学、三沢

柔道協会とフランスのラ・マンシュ県柔道委

員会との交流は、議員からもありましたとお

り、２０年以上という長きにわたって続いて

いる非常に友好な関係を築いているものと理

解しております。また、言葉の壁はあるもの

の、ホームステイや様々な体験を通じて、市

民が異文化を理解し、国際的な感覚を養う場

として、とてもすばらしい事業であると思っ

ております。 

 特に、携わってこられました関係者の皆様

には、大変な御苦労をされてきたものと思い

ますけれども、これらの交流事業は、若い世

代の人材育成に多大な貢献をされており、非

常に重要であると考えておりますことから、

今後においても、継続していただきたいと考

えております。 

 次に、民間団体が行う交流事業についての

第２点目、通訳者の確保、派遣に必要な仕組

みづくりと支援の在り方、ホストファミリー

の確保のための新たな仕組みづくりについて

お答えいたします。 

 通訳者及びホストファミリーの確保につい

ては、ウェナッチバレーとの姉妹都市交流も

例外ではなく、国際交流事業を実施する上

で、課題となっていることは理解してござい

ます。当市では、これまでも関係団体と連携

を図りながら、姉妹都市交流事業ボランティ

ア及び外国人支援ボランティア制度の活用並

びに市民からの公募といった手法で、通訳者

及びホストファミリーを確保してまいりまし

た。民間団体の実施する国際交流事業に関わ

る市民の裾野を拡大し、活動を将来にわたっ

て継続していくことは、共生社会を実現する

上で、非常に有益であるものと考えておりま

す。 

 今後、どのような形で市が携わり、支援し

ていくことが望ましいのか、関係機関の意見

を踏まえながら検討し、体制を整えてまいり
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たいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 澤口議員。 

○１０番（澤口正義君） 質問順に何点か再

質問をさせていただきます。 

 まず、第２駐車場整備計画についてであり

ますが、ただいま完成予定年次は示されな

かったものの、その理由はよく理解いたしま

した。そうは言うものの、いよいよ整備に向

け、着手されたことがよく分かりました。す

ばらしい駐車場ができるものと大きな期待を

しているところでもあります。 

 その中で、１点気になることがございま

す。確認も含めて再質問をさせていただきた

いと思います。 

 それは、今回の計画策定の対象区域は、第

２駐車場のみであるのかどうかです。市の資

料によりますと、既存の国の駐車場は２８７

台、第２駐車場は２９５台、合わせまして５

９２台となりますが、先ほど、部長答弁の中

でも触れられておりましたけれども、日本の

社会は海外旅行も含めまして、お正月、春の

大型連休、そしてお盆というのは、人の移動

が非常に多いわけでございます。そうした中

で、三沢空港の利用もこの時期は、ほぼほぼ

満席状態であります。それと合わせて、二つ

の駐車場も満杯状態で、駐車台数があふれて

おります。これは、当局も既に実態について

は御承知かと思います。 

 そこで、今後は、この繁忙期に対応できる

規模となるものかどうかということは、若干

心配、気になるところであります。仮に、将

来的に不足する恐れがある場合ならば、東側

の移転跡地も検討の選択肢に入れるというこ

とも必要だというふうに私は考えるところで

ございますが、この東側の移転跡地は国の財

産でありますから、いろいろ課題もあろうか

と思いますが、ぜひ、この点も必要なのかど

うかを含めて再質問をさせていただきたいと

思います。 

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの駐車

場関係の再質問についてお答え申し上げま

す。 

 議員おっしゃるような第２駐車場の東側に

位置する国有地のお話だと思うのですけれど

も、現在、この基本計画策定業務の中で、第

２駐車場はもちろんなのですけれども、三沢

市民運動広場野球場の敷地内にある、今、松

林になっておりますけれども、そこが第１駐

車場との接続する部分というふうになるもの

ですから、第２駐車場と合わせまして、こち

らの市の所有地について、この基本計画の中

で検討してまいるというような状況にござい

ます。 

 国有地につきましては、議員からお話のあ

りましたように様々な課題がございますの

で、東北防衛局はじめ、協議や意見交換等を

してまいりたいというふうに考えてございま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 澤口議員。 

○１０番（澤口正義君） 分かりました。東

側の移転跡地を私が持ち出した理由というの

は、先般開催されました総務文教常任委員会

において、副市長のほうから、当面、空港の

ターミナルに向かって左側の市有地は、この

計画で取り上げないというふうな主旨のお話

を聞いて、記憶にあったものですから、申し

上げさせていただいた次第でございます。 

 いずれにしましても、この空港駐車場整備

というのは、非常に急がれる案件でございま

す。いろいろ財源等、高いハードルがあるこ

とは十分承知しております。できるだけ早く

完成させるように努力をお願いするものでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 それから、２点目の空港利用促進対策につ

いてでありますが、市長より答弁いただきま

した。旅行商品とかビジネス客に対する対

応、さらには、運行形態の対策等々述べられ

ました。これは、特に問うものではございま

せんが、私、最近強く思うことが一つござい

ます。それは、この空港利用促進に当たりま
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して、大いに関連するであろうこの周辺の幹

線道路である上北自動車道も完成・開通いた

しました。そして、岩手県県北、久慈市から

八戸市に至る三陸道も完成・開通いたしまし

た。そして、下北縦貫道もそれほど遠くない

将来において開通するものと、私聞いており

ますが、こうしたことを踏まえますと、今後

の利用促進対策に当たって、この幹線道路を

どう利用するかということも、当然、私は考

えなければならない問題だと思います。私、

実は、１２年前の東日本大震災がありまして

以来、この三陸道に大きな関心を持っており

ました。それで、先月の１４日だったと思い

ますが、私、久慈市役所の政策調整課という

ところに行きまして、三陸道が完成したこと

によって、地域にどのような変化があるのか

ということを中心に伺ってまいりました。 

 そうしたところ、私も、何度かもう既に

通って経験しているのですが、八戸の中心市

街地から久慈の中心市街地まで片道３０分で

往来できるのです。このことが、一つのきっ

かけとなりまして、久慈市役所の方がおっ

しゃっておりましたが、若者を中心とした買

い物とか娯楽とか、さらに新幹線利用も大き

くこの八戸駅に流れているということを聞い

てまいりました。このことを私、意見を拝聴

しながら、大変、久慈市の複雑な思いを感じ

ながらも、久慈市から八戸、そして、三沢空

港に至る時間とこの距離感を思うに、今後の

空港利用促進対策に大いに活用すべきではな

いかと、一考の価値があると私は見ているの

ですが、どうかこのことも一つのいろいろな

手立ての一つとして念頭に置きながら、今後

の促進対策を考えていただければありがたい

なという思いがありまして、あえて申し上げ

た次第でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、国際交流事業についてであります

が、これは、さきの小檜山市長２期目の出発

に当たりまして、所信表明の中で国際文化都

市の実現に向けて邁進すると力強い決意が述

べられたことを踏まえまして、先ほどの答弁

は、いささか具体性が欠けるものの、二つの

団体にとっては、今後の交流を進める上で大

きな励みになるものと理解したところでござ

います。 

 その上で、お願いを含めた再質問となりま

すが、この二つの民間交流団体と意見交換を

行う機会をぜひとも設けていただきたいと思

い、お伺いいたします。よろしくお願いいた

します。 

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問についてお答え申し上げます。 

 交流を行っている二つの団体、第五中学校

と柔道協会というような団体だと思いますけ

れども、これらの交流というのは、当然、人

材育成にも寄与していると思いますし、交流

の視点というのが、また違う団体だと思いま

すので、それぞれ課題等があると思います。

それらについて、どういった課題があるのか

把握する必要があると思いますので、そう

いった機会を、意見交換できる機会を設けら

れるよう調整をしてまいりたいと、このよう

に考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 澤口議員。 

○１０番（澤口正義君） ありがとうござい

ました。できるだけ早くに開催していただけ

ればありがたいと思うところでございます。 

 最後になりますが、この国際交流事業につ

きましては、青森県４０市町村もありますけ

れども、聞いたところによりますと、もう既

に県を含めて２１を超える市町村において、

しかも３５の地域・国と交流が始められてい

るということを伺っております。何と言って

も、三沢市は県内では国際都市を目指すトッ

プランナーでございます。よその市町村に負

けるわけにはいきません。 

 ですから、ぜひ、民間団体が行っている交

流を将来にわたって維持するためには、先ほ

ども申し上げましたような課題がある中で、

やはりどうしても行政が中に入って指導・支
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援・サポートしていただくことが重要なこと

になります。どうかこの点をよろしくお願い

いたします。 

 ただ、私、大変口が悪い、日頃から人に言

われるのですが、先ほどはとてもすばらしい

交流だと、また、今後においても継続してい

ただきたいという答弁でありました。厳しい

言葉になりますけれども、どうか褒め殺しに

ならないように、できるだけ実行していただ

きたいと、このようなことを特に強くお願い

申し上げて終わります。ありがとうございま

した。 

○副議長（加澤 明君） 答弁はよろしいで

すか。 

○１０番（澤口正義君） はい、結構です。 

○副議長（加澤 明君） 以上で、澤口正義

議員の質問を終わります。 

 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） 先ほど、答弁漏れ

があったと今、私、たしか、よろしいでしょ

うか、今、お話ししても。 

○副議長（加澤 明君） どうぞ。 

○９番（奥本菜保巳君） 答弁漏れがあった

と思うのですが、段階的ということで、どう

いうことを考えているのかということを質

問、学校給食の無償化ですね。その中で、

再々質問のときに、期限も含めてどういうこ

とを考えているのかということをお伺いした

と思うのです。検討するということだけだっ

たのですが、検討しているところですという

ことでしたが、どの時期を目指してやろうと

しているのかということをお聞きしたかった

のですが、それは答弁漏れだったと思うので

すが、よろしくお願いいたします。 

○副議長（加澤 明君） 奥本議員の一般質

問は打ち切りにしていますので、その件に関

しては受け付けられません。もし、お聞きに

なるのであれば、終了後、担当課にお伺いし

ていただければと思います。 

○９番（奥本菜保巳君） 分かりました。 

───────────────── 

○副議長（加澤 明君） 本日の日程は、以

上で終了いたします。 

 なお、明日も引き続き市政に対する一般質

問を行います。 

 本日は、これをもって散会します。 

午後 ２時５０分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


